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第３回 総務文教小委員会 

 

 

○日 時 平成１５年１１月２６日（水） 午後２時００分 

○会 場 一宮地場産業ファッションデザインセンター ２Ｆ第１会議室 

 

○出席委員（９名） 

 委員長 梶田 信三 一宮市議会議員  副委員長 川井  勇 木曽川町議会議員 

 委 員 服部  豊 尾西市議会議員   委 員 常川 雄次 一宮市学識経験者 

  〃  友定 良枝 一宮市学識経験者   〃  青木 隆子 尾西市学識経験者 

  〃  橋本 照夫 尾西市学識経験者   〃  葛谷 昭吾 木曽川町学識経験者 

  〃  松村真早美 木曽川町学識経験者 

 

 

○議事日程 

 １．開会 

 ２．議題 

 （１）協議事項 

  協議総文第 ３号 納税関係事業について 

  協議総文第 ４号 消防防災関係事業について 

  協議総文第 ５号 市（町）立学校の通学区域について 

  協議総文第 ６号 文化振興事業について 

  協議総文第 ７号 コミュニティ施策について 

  協議総文第 ８号 その他事業について 

 （２）提案事項 

  協議総文第 ９号 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 

  協議総文第１０号 地方税の取扱いについて 

  協議総文第１１号 町名・字名の取扱いについて 

  協議総文第１２号 消防団の取扱いについて 

  協議総文第１３号 姉妹都市、国際交流事業について 

  協議総文第１４号 交通関係事業について 
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  協議総文第１５号 学校教育事業について（その１） 

  協議総文第１６号 社会教育事業について 

  協議総文第１７号 使用料、手数料等の取扱いについて 

  協議総文第１８号 補助金、交付金等の取扱いについて 

 ３．その他 

  ・総務文教小委員会の日程について 

 ４．閉会 
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午後２時００分 開会 

 

○森 輝義事務局長 

 お待たせをいたしました。皆様おそろいになりましたので、ただいまから「第３回一宮

市・尾西市・木曽川町合併協議会 総務文教小委員会」を開催いたします。 

 本日の出席状況でございますけれども、委員総数９名のうちご出席が９名となっており、

小委員会規程第６条第２項の規定により開催要件を満たしておりますことをご報告申し上

げます。 

 それでは、梶田委員長さん、よろしくお願い申し上げます。 

○梶田 信三委員長 

 皆さんこんにちは。大変暖かい天気になりましたけれども、今日は何かとお忙しいとこ

ろ、第３回の総務文教小委員会にお集まりをいただきましてありがとうございました。本

日は、先回の協議会提案事項を始め、今回の提案事項、先回もたくさんありましたけども、

今回かなり膨大な数、上っておりますので、どうぞ委員の皆様、議事運営に格別ご協力を

いただいて、適切なるご協議をいただきますようにお願いを申し上げまして、ごあいさつ

とさせていただきます。 

 それでは、早速でございますが、本日の議題の協議総文第３号の協定項目23－５、納税

関係事業についてを議題とさせていただきます。 

 資料の１ページをお開きいただきたいと思います。 

 先般、10月24日の第２回小委員会で提案をされ、ご協議をいただいて、各市町へお持ち

帰りになられたと思います。なお、先回、調整方針案の修正をという貴重なご意見をいた

だきまして、事務局から修正をされた形で調整案が示されておりますので、事務局から修

正案につきまして説明をお願いします。 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 失礼いたします。お手元の方に、テーブルの上に乗せさせていただきました納税関係事

業の調整内容、こちらの方をお願い申し上げたいと思います。 

○梶田 信三委員長 

 事務局申し訳ないですけど、順番の納税関係の資料１の添付されている資料、ここから

１回念のために復習の意味で読んでください。その上でお願いします。 

○伊神 正文事務局課長 

 それでは、次第の、はねていただきまして、１ページをお願い申し上げます。 

 協議総文第３号、納税関係事業について、協定項目第23－５号。 

 調整方針でございます。（１）尾西市・木曽川町の督促手数料については、一宮市の制

度を適用し合併時に廃止する。 

 （２）納期前納付報奨金については、同一の制度のため現行のとおりとする。 

 （３）口座振替については、一宮市の制度を適用する。 
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 （４）、ここのところが若干修正をかけさせていただいたところでございます。納税組

合については一宮市のみ現行どおり実施するものとするが、将来的には廃止の方向で検討

するものということで、調整方針を掲げさせていただいております。 

 これは、前回、委員さんの方から、前回の納税組合の調整方針といたしまして「一宮市

のみ現行どおり実施する」ということで、事務方の方から提案させていただきましたが、

一宮市についても将来的に廃止の方向でどうだといったご意見を頂戴いたしまして、改め

てこの調整方針案として提案させていただいたものでございますので、よろしくお願い申

し上げます。 

○梶田 信三委員長 

 ただいま前回の提案のときの議論も踏まえながら、事務局の方から修正案について説明

がございました。先回以降、皆様方、お持ち帰りいただいて、それぞれご検討されたと思

いますが、この議案についてご意見がありましたらお願いいたします。 

 はい、服部委員。 

○服部 豊委員 

 前回の意見を踏まえて、この調整案で、（４）ですね、将来的には廃止の方向で検討す

ると示されましたけれども、やっぱり不公平があってはいけないということで、前回意見

も出ていたわけですね。この表現ですと、ちょっと余りにも弱い気がするのですね。やは

り「速やかに廃止の方向で検討する」とか、これは時期を区切るわけにはまいりませんけ

れども、やはりこの表現だと、かなり長い期間継続されるようなふうにもとれるわけです

ので、できるだけ早く廃止していくんだということを明記するために、「速やかに」とか、

そういう言葉を私は入れていただくべきだと思いますけれども。 

○梶田 信三委員長 

 事務局、いかがですか。 

○伊神 正文事務局課長 

 今、服部委員さんのご意見ももっともなところだと考えておりますが、私ども心情的に

は、今、服部委員さんおっしゃったとおりで、できるだけ早期に廃止の方向で検討してい

きたいと。たまたま表現的には「将来的には」と表記はしておりますけれども、心情的に

は、今おっしゃった服部委員さんの意見同様、できるだけ早期に廃止してまいりたいと考

えております。 

 ただ、相手方の意向もありますので、行政側から一方的に、この日までと、何年以内と

いったことは、なかなかこちらから申し上げづらいところがございますので、しばらくお

時間を頂戴して調整を図ってまいりたいと考えております。できますならば、この表現の

ままでお認めいただきたいと考えております。 

○梶田 信三委員長 

 服部委員さん、文言の裏にはそういう意味が含まれているようですが、いかがでしょう

か。 

○服部 豊委員 
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 これも会議録に載るわけですね。はい、わかりました。 

○梶田 信三委員長 

 他の委員さん、いかがでしょうか。 

 はい、葛谷委員。 

○葛谷 昭吾委員 

 廃止の方向で検討するということですけど、これは合併してからのことですか。木曽川

町の場合ですが、16年度からは納税組合は廃止ですけどね。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 おっしゃったとおりでございまして、今の調整方針案というのは、合併後の話でござい

まして、合併前には一宮市の場合はこのまま残るといったことでご理解を頂戴したいと思

います。 

○梶田 信三委員長 

 はい、葛谷委員。 

○葛谷 昭吾委員 

 そうしますと、木曽川町の場合は、合併してからでも廃止の方向で進めばいいというこ

とですか。 

○梶田 信三委員長 

 木曽川町は木曽川町のご事情があって、それぞれ進められていると思いますが、合併と

は関係なしにと思います。 

○葛谷 昭吾委員 

 そうしたら、まだ納税組合を合併してからも続けていなければいけないということかね。 

○梶田 信三委員長 

 はい、どうぞ、助役さん。 

○永井 貴光副幹事長         

 木曽川町の助役でございますが、木曽川町の場合は、平成15年度をもって納税組合は廃

止するということで納税組合の組合員の方にご理解をいただいておりますので、よろしく

お願いします。 

○梶田 信三委員長 

 はい、葛谷委員。 

○葛谷 昭吾委員 

 では、16年度は１年間はなしで、また合併してから組合をつくるという考えかね。 

○梶田 信三委員長 

 今のご説明は、木曽川町は15年度をもって廃止をするということでございますので、合

併してから、もちろん廃止でそのまま、合併してからも、例えば一宮市は若干廃止に向け

て努力をいたしますから、若干の期間は要りますけども、木曽川町については、もう既に
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その時点では廃止ですので、もうずっと廃止ということだと思いますが。 

 いいですか、それで。 

 はい、どうぞ。 

○川井 勇副委員長 

 木曽川町の川井です。 

 今、納税組合のあり方でございますが、なかなか服部先生、立派なことをおっしゃって、

ご苦労さんでございます。私もその意見と同様です。一宮さんの今、課長さんの説明、私

は納得がいきません。これは、やはり建前は対等の精神ということでございますので、恐

らく建前だと思いますが、少なくとも、１市１町がそのような形で進めていこうとするな

らば、もう少し深く吟味をされるのが本来ではなかろうかと、私はこんなふうに思うわけ

でございます。その辺をもう少し具体的にご説明をいただきたいと思います。 

 これは、以前のすり合わせの状況のときでもお話を若干進めておいたわけですが、どう

もこの文言では非常に弱いのではなかろうかなと。だから、きつい言葉ですが、私どもの

方の５％から始まっていったことなのですが、私も納税組合の組合長の一員でございます

が、あくまで行政側の方からこういう数字ページをつくり上げられ、年度も精査され、来

たわけでございます。その辺、専門的にもお言葉をいただければありがたいと、こういう

ことでございます。とりあえず１点聞かせてください。 

○梶田 信三委員長 

 はい、助役。 

○山口 善司幹事長 

 一宮市の助役でございます。 

 ただいま副委員長の方からお話がございました。一宮市の納税組合につきましては、現

状、ここの資料にございますように53組合がございまして、ここ二、三年で半数以上、既

に解散をいたしております。ただ、今即答しかねると申しますか、これは行政といたしま

しては、廃止の方向に向けて現在検討しているところでございます。 

 ただ、これは一宮市の今の事情を申し上げますと、現在納税組合長が不在でございまし

て、つい先日逝去されまして、現在その納税組合の組合長がみえない、新たに選出された

後、行政の方からこの廃止について提示をしてまいりたいということで、これが15年度、

これでほぼ年度内にこれができるのか、できないのか、今のところ確約できませんが、い

ずれにいたしましても、早急にこの方針について、行政サイドからその旨申し上げまして、

お願いをいたしてまいりたいと、考えておるところでございます。 

○川井 勇副委員長 

 助役さん、ありがとうございました。少なくとも努力をすると、こういう言葉が耳に入

ってくるわけですが、もう少し私は具体的にお話をしていただきたいなと。あくまで行政

主導だと思うのですね。これはあくまで納税組合です、納税貯蓄組合ではございませんの

で、その辺、ひとつ私は法律のことは弱うございますが、もし時間があればお聞かせ願っ

て、ひとつご議論をしたいと、こういうふうに思いますが、また後ほどお時間がありまし
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たらお聞かせください。 

 以上で終わります。 

○梶田 信三委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 いずれにいたしましても、合併をする、しないにかかわらず、一宮市としても当然納税

組合は廃止の方向に向けて努力をすると、当然のことでございますので、ぜひ。 

 はい、友定委員、お願いします。 

○友定 良枝委員 

 すみません、ちょっと質問したいのですけど、下調べはしたんですけど、納税組合自体

の存在意義というか、多分意味があって、組合があったと思うんですけど、今、時代の流

れで口座振替とか、いろいろできてきたと思うのですけど、そこら辺のところをお聞かせ

願いたいんですけど。ちょっと初歩的な質問ですみません。 

○梶田 信三委員長 

 はい、どうぞ、事務局。 

○東元 徹夫税務分科会長         

 尾西市税務課の東元でございます。 

 今お話ございましたけれど、もともと先ほどお話がございましたように納税貯蓄組合と

いうものがございました。これは、国と地方が一体になりまして収納していくために、戦

後、昭和30年頃に、納税貯蓄組合、すなわち法定組合でございますが、できてまいりまし

た。その後国税につきましては、そういう納税組合というものがなくなりまして、今おっ

しゃられましたように、口座振替の方へ国税については移行しています。その後、法定の

納税貯蓄組合とは別に、任意組合の納税組合というものも、私ども尾西市につきましても

多くございました。 

 ですから、現在はございませんけど、尾西市におきましても、法定の納税貯蓄組合と任

意の納税組合というもの、二本立てでやってきまして、地域の皆様方へ納税の収納のご努

力をいただいた経緯がございます。それで、私は尾西市といいますか、これはほかの市町

でもそうでございますが、もともとは納税を地元の方に取り扱っていただきまして、そう

いった報奨金というものもお支払いしておった時期もあったわけでございますが、これも

なくなっておりまして、納税組合自体も、先ほど説明がありましたように、時代とともに

変わっておるのは事実でございます。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 友定委員さん、よろしいでしょうか。 

○友定 良枝委員 

 ちょっと正直言って、わかったような、わからないような説明だったのですけど、私の

理解力が多分ないせいだと思うのですけど、ということは、ここにもありますように、や

っぱり廃止しても当然とまではいかないのですけど、差し支えない制度というか、組合と
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いうことですよね。 

○梶田 信三委員長 

 納税がなかなかできなかった時代に納税組合をつくって、納税を皆さんにお願いしたと

いうことですけど、今は、おっしゃったように銀行振り込みとかいろんな方法があります

ので、納税の方法も多岐にわたって、十分その納税といいますか、その意識が高まったと

いいましょうか、ですから、ある意味で、その存在意義がなくなったということではない

かと思います。 

○川井 勇副委員長 

 もう一件だけ聞かせてください。愛知県下88市町村あるうちに、今のこの納税組合が活

動しとる市町村は、27万、８万の立派な一宮さんの助役さん、ご存じだと思いますが、お

聞かせをいただけませんかな、それで終わります。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局、どうですか。 

○伊神 正文事務局課長 

 申し訳ありませんが、本日、資料を持ち合わせておりませんので、お答えできかねます

ので、よろしくお願い申し上げます。 

○梶田 信三委員長 

 ということですが、今、例えば時間がある程度いただければ、それわかりますか。それ

とも、やはりこれは持ち帰らないとわかりませんか。 

 では、この会議中にちょっと調べておいてください。 

○伊神 正文事務局課長         

 調べます。 

○梶田 信三委員長 

 それでは申し訳ありません。とりあえず納税関係の部分について、ほかにどなたかご意

見がございましたら。 

 はい、どうぞ、橋本委員さん。 

○橋本 照夫委員 

 私も納税組合長は長くやらせていただいて、両面あるのです。メリットも正直言ってあ

ります。地域としては報奨金を頼りにやれるということで、私たちはこの組合組織をなく

すということは猛烈に反対したのです。でも、委員長がおっしゃったとおり、時代ととも

に、これはもうその存在価値がないだろうという判断で行政が一斉にやりましたので、こ

んな一宮市のように一部残っているというような、こんな中途半端な制度は、私はないと

思う。やるなら全市、やらないなら全市、こういうことを決めるのは多分市議会でお決め

になるのでしょう、違いますか。 

○梶田 信三委員長 

 それは、行政側です。 

○橋本 照夫委員 
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 いずれにしても、流れとしては廃止ということですから、うちの方の服部委員さん、ま

だ優しい言い方で、「速やかに」とかの程度で抑えられたけど、私に言わせると直ちにと

いう話です。それが当然だと私は思います。その辺のところで、抵抗があったり、いろい

ろあると思いますが、やはり行政側としては、そういう指導のもとで、私はこの問題は進

めていってほしいと思います。 

○梶田 信三委員長 

 はい、ありがとうございました。橋本委員さんのこのようなご意見ですけども、当局は

いかがですか。例えば、将来的には廃止の方向で検討すると。将来的には「なるべく早

く」とか、そういう文言をつけることについてはいかがですか。 

 どうぞ。 

○伊神 正文事務局課長 

 今、各委員さんからいろいろ納税組合の廃止についてご意見を頂戴しました。先ほど

「将来的には」という表記をしたものの、心情的には服部委員さんのお考えと一緒という

ことを申し上げましたが、この調整方針、「将来的には」という言葉にこだわるつもりは

ございませんので、もしこの「将来的には」を「できる限り速やかに」といった表現に改

めさせていただいて、ご決定いただければと考えておりますので、よろしくお願い申し上

げます。 

○梶田 信三委員長 

 どうですか、皆さん。 

 それでは、そのところの文言を「一宮市のみ現行どおり実施するが、できる限り速やか

に廃止の方向で検討する」と、よろしいでしょうか。 

 そんなところで、ひとつよろしくお願いします。 

 それでは、総務文教の第３号については、ただいまのその文言、一部修正するというこ

とで、承認していただけますでしょうか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○梶田 信三委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、協議総文第３号、承認をさせていただくことに決まりました。 

 続きまして、第４号の調整項目23－６の消防防災関係事業についてを議題とさせていた

だきます。 

 資料の２ページでございます。 

 では、事務局より改めてお願いします。 

○伊神 正文事務局課長 

 それでは、次第の２ページ、協議総文第４号、消防防災関係事業について、協定項目第

23－６号。調整方針、読ませていただきます。 

 （１）消防防災関係事業については、原則として一宮市の制度を適用するものとする。 

 （２）少年消防クラブ等の防火協力団体については、原則として一宮市の制度に統合す
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るものとする。 

 （３）地域防災計画については、新市において速やかに策定するものとする。 

 （４）防災会活動の推進については、一宮市の制度に合わせるものとする。また、自主

防災組織への補助金については、尾西市の制度を適用するが、訓練実施組織への補助は廃

止するものとし、資機材購入費補助については、見直しの上実施する。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○梶田 信三委員長 

 以上、消防防災関係事業についての説明が終わりましたが、これにつきましても、先般

お持ち帰りをいただいて検討されたということになっておりますが、何かご意見がござい

ましたらお願いいたします。 

 はい、青木委員さん、どうぞ。 

○青木 隆子委員 

 すみません、今の調整方針の４番ですけれども、前のときに説明いただいたかもしれま

せんけど、この「防災会活動の推進については、一宮市の制度に合わせるものとする」、

この後です。「また、自主防災組織への補助金については、尾西市の制度を適用するが、

訓練指導組織への補助は廃止」、これの意味がわからないのです、お願いいたします。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 前回お渡しいたしました協議附属資料23－６の消防防災関係事業をお開きいただけます

でしょうか。３ページでございます。 

 ３ページの６、自主防災組織等の育成指導のところの３の防災会活動の推進のところを

見ていただきますと、防災会活動の推進については一宮市の制度に合わせるということで

ございますので、①の自主防災会リーダー研修会、あるいは連区防災訓練、③の消火器等

取扱い訓練等、この活動については一宮市が充実しているといったことで、この一宮市の

制度に合わせるといったことでございますが、尾西市の防災会活動の推進のところで①と

いたしまして訓練実施組織への補助といたしまして、１世帯当たり100円をお出しになっ

てみえると。それから②の資機材購入費補助といたしまして、ホースとか消火器の購入費

の２分の１を補助しているといった事業をおやりになっておみえになります。このうちの

①の１世帯当たり100円の補助というのを今回やめさせていただきまして、下の方の②の

資機材購入費補助、これを見直しの上と書かせていただいておりますが、例えば補助率を

アップ、あるいは購入物品の範囲を広げるといったことを協議させていただきまして、こ

ちらの方を全市的に広げていきたいといったことでございます。 

○梶田 信三委員長 

 よろしいですか。 

 ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。 

 では、他にご質問もございませんので、協議総文第４号につきましては、原案どおり承
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認することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○梶田 信三委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、協議総文第４号は、原案のとおり承認をされました。 

 続きまして、協議総文第５号、協定項目第23－24、市（町）立学校の通学区域について

を議題とさせていただきます。 

 資料の３ページをお開きいただきたいと思います。 

 これについてもお持ち帰りをいただきましたが、とりあえずもうちょっと読んでくださ

い、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 ３ページをお開きください。 

 協議総文第５号、市（町）立学校の通学区域について、協定項目第23－24号。調整方針、

読ませていただきます。 

 当面は現行どおりとするが、新市において小中学校通学区域審議会等を開催し、小中学

校の適正規模と通学距離の適正化等について検討を行うものとする。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 これについても、委員の皆様方、ご意見をお聞かせいただきたいと思います。 

 ご意見もございませんようでございますので、原案のとおり承認することでご異議ござ

いませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○梶田 信三委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、協議総文第５号は、原案のとおり承認されました。 

 続きまして、協議総文第６号、協定項目23－26、文化振興事業についてを議題とさせて

いただきます。 

 資料の４ページをお開きください。 

 事務局、お願いします。 

○伊神 正文事務局課長 

 ４ページをお願い申し上げます。 

 協議総文第６号、文化振興事業について、協定項目23－26号。 

 調整方針でございます。 

（１）文化、レクリエーション団体については、合併後２年以内に統合するものとする。 

 （２）美術展については、合併時に統合するものとする。 

 （３）文化財の保護、管理については、一宮市の制度に合わせるものとし、文化財めぐ
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り等については、合併時に統合するものとする。 

 （４）文化ホール事業については、現行のとおり継続し、尾西市民会館友の会について

は、新市においても適用するものとする。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 これについても、委員の皆様方、ご意見がございましたらお願いいたします。いかがで

ございますか。 

 はい、服部委員。 

○服部 豊委員 

 （３）の文化財の保護、管理については一宮市の制度に合わせるということであります

けれども、この指定文化財の保護に関しての補助を一宮市は行ってみえるわけですけれど

も、尾西市においても文化財保護審議会への委託という形で行われているようなのですね。

それで、中身を見ると、どうも一宮市でやっていただいている方が言ってみれば手厚い保

護といいますか、やられているようですけれども、そういうふうに理解してよろしいでし

ょうか。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 前回の附属資料の１ページでございますが、４番の文化財保護事業、一番下でございま

す。今、服部委員さんのお尋ねで一宮市が手厚いのではないかといったことでございます

が、内容的に見るとそうであろうと。ただ、金額的には、一宮市、母体が大きいものです

から、尾西市、木曽川町に比べると金額は伸しておりますが、それだけではなく、無形３

分の２、有形２分の１といったことで、ただ、これについては、所有者から申請主義で、

例えばこれの修繕とか、これの保護のためにといった申請主義で、それを検討というか調

査して、適当と認めれば補助金を出す制度であります。 

 尾西市においては、調査したところ、文化財保護審議会へ委託ということで、すべての

保存団体に60万円が分配されているようであります。ですから、姿といたしましては、真

に文化財保護のために必要な経費を補助するといった形で、その形態からもいって、一宮

市の制度の方が望ましいあり方であろうと考えておりますので、このような調整にさせて

いただいております。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、服部委員。 

○服部 豊委員 

 はい、わかりました。 

 それから、（４）の市民会館友の会の関係ですけれども、これは、新市においても適用

するということでありますけれども、これは尾西市の市民会館友の会は継続するというこ
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とで、ここに新市のすべての市民が対象になって応募をするということなのか、それとも、

これもやるが、一宮市の市民会館でも友の会組織をつくっていくのだということなのか、

どういうことなのでしょうか。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○児玉 喜義一宮市教育委員会市民会館事務局長         

 一宮市の市民会館事務局の児玉と申します。よろしくお願いいたします。 

 今お話いただきました一宮市民会館につきましては、現在友の会の制度はございません

ので、新市ができた段階では、尾西市さんのを基本としまして、新しい新市の友の会の制

度をつくっていければというような考えでおります。ですから、当面は尾西市さんの負担

金につきましては、現在そういう制度がございますので、そのまま生かして、それを全市、

いわゆる新しい市全体でそれをやるかということになりますと、まだいろいろと詰めない

といけない部分もございますので、今はっきりしたことは私の方では申し上げることはで

きませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございますが、よろしゅうございますか。 

○梶田 信三委員長 

 はい、服部委員さん、尾西市でそのいい制度を取り入れておみえになるということで、

これは当面そのまま継続はしていこうということでございますが、どうも全市的に一斉に

やるということではないというふうな感じでございますが、よければそれは検討するとい

うことだと思うのですが、いかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○服部 豊委員 

 やはり新しい市になって、全体が一つの市民になるわけですので、この尾西市の市民会

館友の会は継続して、対象とするのは旧尾西市にお住まいの方だけですよというようなこ

とはできないわけですね。そうなると、36、7万の市民を対象にして会員数1,500人なんて

いうと、これは大変な混乱が起きますよね。現に尾西市でも、早朝から並んで会員券を購

入されるということで、入手するのに非常に困難を来しているという状況もありまして、

できましたら、会館ごとでの友の会というものをつくっていただいて、それで実施してい

くべきではないかと思うのですけれどもね。まだ今のところどうもよくわかっていないと

いうことでありますけれども。 

○梶田 信三委員長 

 事務局の方、いかがでしょうか。確かにおっしゃるように、新市においてその友の会が

発足をするといたしますと、尾西市民会館でおやりになる会館の友の会は、旧の尾西市民

の皆さんだけではなくして、新市ですから全部が対象になるわけですよね。そうすると大

変なことになる。これは、そういうことを考えれば、それぞれの市民会館でも、そういう

友の会の組織をつくるのがいいのではないかとは思いますけれども、私の個人的な意見で

ございますが、いかがでしょうか。 
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○児玉 喜義一宮市教育委員会市民会館事務局長         

 どうも再度失礼いたします。先ほどちょっと私申し上げましたのは、尾西市さんの現行

の制度を、そのまま尾西市さんの部分でというようなお話を申し上げたのですけれども、

今ご指摘いただいたように、ちょっとそういうのでは確かにまずいというようなことで、

調整の結果では、尾西市さんの制度を基本的には適用していくということで、あと会費だ

とか定員、特典等が、そういう制度にはございますので、そういうものについては、合併

後、速やかに調整をして、具体的なものをつくって適用していきたいというような考えで

あるということでございますが。 

○梶田 信三委員長 

 合併後は尾西市の市民会館の友の会という名称ですよね、これありますが、それは例え

ば一宮市の市民会館でも、そういう一宮市民会館の友の会というような形で、そういう友

の会というような組織をそれぞれ市民会館へつくるというか、適用するということですか。

それとも。 

○児玉 喜義一宮市教育委員会市民会館事務局長         

 失礼します。それぞれの市民会館を友の会というような形ではなくて、あくまでも一体

の友の会という形にいわゆる拡大するといいますか、２市１町のすべてを対象にしたもの

に変えていくということで、そのもととなるのが現行の尾西市さんの制度をもとに調整を

させていただくということで、若干その辺の手直しはする必要が出てくるかと思いますけ

れども。 

○梶田 信三委員長 

 といいますと、名称は尾西市民会館友の会になっていますけど、新市になれば、新市の

市名のまちの名前の友の会とか、そういうふうに統一されるということですよね、当然。 

 はい。 

○児玉 喜義一宮市教育委員会市民会館事務局長         

 そういうことでございます。ちょっと私申し上げたのは誤りでございますので、訂正し

てお詫び申し上げますけども。 

○梶田 信三委員長 

 私が聞いて、すみません。 

 はい、橋本委員、どうぞ。 

○橋本 照夫委員 

 及ばずながら、私も市民会館友の会の運営を少しお手伝いさせていただいて、あえて申

し上げるのですけれども、この制度は、当初は非常に難しくて、スタートした二、三年は

困難でしたけれども、 近になって非常に好評なのです。それは役所がかなり負担してい

るわけですから、市民にとっては大変ありがたい制度です。これを、もしできるなら全市、

私は何とか取り入れてやっていただきたいなと思います。これは市民に対するサービスだ

と思うし、そうすることによって、催し事も充実するのです。ほとんどの行事が満席なの

です。 
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 そういうことですから、負担は大きいでしょうけども、これは市民サービスの一貫とし

て、私は新市の場合、全市で、調整は難しいかもしれません、内容によって違いますから

ね、一宮市と尾西市と木曽川町とは違うかもしれませんけども、委員長がおっしゃったよ

うに、対象は全市民ですから、わずか1,200しか入られない器で、30何万の中から会員は、

これだけというのはどうなんでしょう、随分混乱するような気がしてならないのですが、

何とかそこら辺は調整できませんかね。 

○梶田 信三委員長 

 そういうご意見ですが、先ほど事務局からお話があったのは、いずれにしても、新市に

なれば全体でそういうことも検討するという答弁だと思いますが、それでよろしいですか。 

 はい、どうぞ。 

○児玉 喜義一宮市教育委員会市民会館事務局長         

 今おっしゃったように、若干問題点もございますので、その辺をいい制度にするために

も、調整をさせていただければと思っておりますけれども。そういうことでよろしくお願

いいたします。 

○梶田 信三委員長 

 はい、わかりました。橋本委員さん、よろしいでしょうか。 

○橋本 照夫委員 

 はい。 

○梶田 信三委員長 

 では、すみません、ほかにご意見がございましたら、いかがでしょうか。 

 はい、どうぞ、青木委員さん。 

○青木 隆子委員 

 木曽川町さんは、市民会館にかわる施設というものはあるのですか。 

○川井 勇副委員長         

 一切ございません。 

○服部 豊委員 

 文化会館つくります。 

○川井 勇副委員長         

 いや、まだこれは架空でございますので。ひとつ、格段の協力を。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○永井 貴光副幹事長  

 文化会館については、川井委員さんからご発言ございましたが、新市建設計画の中に入

っておりますので、よろしくお願いします。 

○梶田 信三委員長 

 ということでございます。 

 ほかにご意見は、ありませんでしょうか。 
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 では、他にご質問ないようでございますので、第６号につきましては、原案どおり承認

することでご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○梶田 信三委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、協議総文第６号は、原案のとおり承認されたものといたします。 

 続きまして、協議総文第７号、協定項目23－27、コミュニティ施策についてを議題とさ

せていただきます。 

 資料の５ページをお開きください。 

 事務局、説明をお願いします。 

○伊神 正文事務局課長 

 ５ページでございます。 

 協議総文第７号、コミュニティ施策について、協定項目23－27号。 

 調整方針。（１）町内会の組織・謝礼・交付金等については、新市において一定期間内

に調整するものとする。 

 （２）地域集会施設建設補助事業及び地域活動用掲示板設置補助事業については、一宮

市の制度を適用するものとする。 

 以上でございますが、先般の小委員会で委員さんの方からご指摘がありました。今お手

元に 初に配らせていただきましたコミュニティ施策の附属資料がございますが、裏面の

２ページ目の３の地域活動用掲示板設置補助事業でございます。 

 これについては、先ほど申し上げたように一宮市の制度に合わせるといったことで、一

宮市の制度を全市に広げてまいる予定でございますが、尾西市におかれましては市が設置

した掲示板があると。これについては町内会に払い下げて、地元の管理に移管していきた

いといった発言がございまして、調整方針に入れるべきだといったご発言がございました

ので、今回、「一宮市の制度に合わせる。なお、尾西市の既設の掲示板の管理については、

町内会へ移管するものとする。」といった調整方針を改めて提示させていただきましたの

で、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、ありがとうございました。 

○伊神 正文事務局課長 

 すみません、もう一点。 

○梶田 信三委員長 

 はい。 

○伊神 正文事務局課長 

 すみません、１面の方でございますが、町内会関係事業のところで、一番下でございま

す。尾西市の町内会に対する報償費・手数料・交付金・委託料のところの金額、14年度実

績が、前回は1,379万5,000円となっておりましたが、1,361万8,000円が正しいものであり
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ます。お詫びして訂正申し上げます。 

○梶田 信三委員長 

 ただいま先回の議論を踏まえて、一部の修正と、ただいまの実績の額の訂正がございま

したけども、この案について、皆さんご意見がございましたらお願いいたします。 

 はい、服部委員。 

○服部 豊委員 

 質問ですけれども、２の地域活動用掲示板、尾西市においては市が設置している掲示板

があるわけですけれども、これが今度は地域活動用掲示板という形になってくるというこ

とで、尾西市の場合254カ所と表示してありますけれども、一宮市の場合では何カ所ある

のでしょうか。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 いわゆるそれは民間といいますか、町内会がつくられる掲示板に対する補助を出してい

るといったものがございまして、14年度実績が25カ所と掲載させていただいておりますが、

すみません、トータルの数は、本日ちょっと数字的には持っておりませんので、また後日

お調べしてお答えさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、どうぞ。 

○服部 豊委員 

 一宮市においては、町内会組織は522町内会ということになっておりまして、概ねこれ

に見合うぐらいの掲示板というのは設置されていると理解していいのでしょうか。それと

も、いや、半数ぐらいだとか、８割方だとか、そういうのはわかりませんか。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長         

 申し訳ありません。ちょっとわかりませんので。 

○梶田 信三委員長 

 私の勘では、大体、概ね町内会の方にはあると思いますが。 

○服部 豊委員 

 大体あるのですか。 

○梶田 信三委員長 

 他にございませんでしょうか。よろしいですか。 

 ご質問ございませんようですので、協議総文第７号につきましては、修正案のとおり承

認することでご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○梶田 信三委員長 
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 はい、ありがとうございました。 

 それでは、協議総文第７号は、修正案のとおり承認をされました。 

 続きまして、協議総文第８号、協定項目23－29、その他事業についてを議題とさせてい

ただきます。 

 資料の６ページをお開きください。 

 この議題につきましては、資料の中の数字が一部誤りではないかというご指摘もありま

したので、その点も踏まえて、事務局から説明をお願いします。 

○伊神 正文事務局課長 

 失礼いたします。６ページをお願いいたします。 

 協議総文第８号、その他事業について、協定項目23－29号。調整方針、読ませていただ

きます。 

 （１）総合計画については、新市発足後、新たに策定するものとする。 

 （２）市民総合相談については、現行のとおり一宮市で実施するものとし、その他の相

談については、合併後１年以内に調整するものとする。 

 （３）指定金融機関、収納代理金融機関等については、一宮市の制度を適用するものと

する。また、郵便局での納期内分の取り扱いについては、新市で検討する。 

 （４）個人情報保護制度及び情報公開制度については、一宮市の制度を適用するものと

するとさせていただいておりますが、今、委員長さんからのご発言がありましたように、

また追加の附属資料をお願いしたいと思いますが、５の情報公開制度で、服部委員さんの

方から、自分が請求したことがあり、これはカウントがゼロはおかしくないかといったご

質問がございまして、尾西市の方で精査した結果、14年度、部分公開３件といったことで

記録が残っておったということでございますので、改めて訂正させていただいた文書を配

付させていただきました。よろしくお願い申し上げます。 

○梶田 信三委員長 

 ただいま事務局の方から説明がございました。ただいまの説明も踏まえ、お持ち帰りに

なって検討された結果、何かご意見がございましたらお願いいたします。 

 はい、服部委員。 

○服部 豊委員 

 ４番の情報公開関連ですけれども、これは前回のときに、木曽川町情報公開、個人情報

は一宮市、尾西市でありますけれども、これはそれぞれの条例の文案を照らし合わせない

といけないなと後で思っていたのですけれども、この例えば個人情報保護制度では、一宮

市と尾西市がどういう違いがあるのか教えていただきたいと思います。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 まず、４の個人情報保護制度につきましては、これも前回、私ご説明した記憶がござい

ます。一宮市と尾西市がありまして、一宮市の制度に合わせるとさせていただきましたの
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は、一宮市の保護条例が死者のプライバシーも開示を認めているといったご説明をさせて

いただきました。 

 これはどういうことかといいますと、例えば、自分の父親が亡くなって、新たに亡くな

ってから嫌疑がかけられたと、人権を守らなければならないといった場合に、ご子息が行

政側に父親のプライバシーを公開しろと言ってきた場合、尾西市の場合はこれは出せない

という保護条例になっております。しかしながら、一宮市はこれを認めると。当然のこと

ながら、だれでも出せるわけではなくて、もちろんこの当該限定された方のみに公開する

わけでございますが、そういった点が一宮市の制度が、担当同士で協議した結果、やはり

すぐれているだろうといったことをもちまして、一宮市の制度に合わせるとさせていただ

いております。 

 情報公開制度、情報公開条例については、私も全部突き合わせたわけではございません

が、一宮市が平成12年８月１日に情報公開条例を施行しております。尾西市が13年７月、

木曽川町が13年４月ということで、言ってみれば、一宮市の条例が手本になってつくられ

たといったところがあるようでございますので、一宮市の制度に合わせるとさせていただ

いております。 

○梶田 信三委員長 

 はい、服部委員さん。 

○服部 豊委員 

 個人情報保護制度の方では、前回出していただいたので、私もその辺はメモしておりま

して、ですけれども、あとはそれほど変わらないと。それで、情報公開制度の方も同様の

ことだということですけれども、市民オンブズマンが各自治体の情報公開度のランキング

とか点数だとか、よくつけていましたね。あれの 新のもので比較すると、どうなってお

りましたですか。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 すみません、承知しておりません。 

○梶田 信三委員長 

 はい、どうぞ。 

○服部 豊委員 

 では、１点だけ。コピーの手数料というのはそれぞれどうなっていましたか。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 ２市１町とも１枚10円でございます。 

○梶田 信三委員長 

 はい。あと、皆さんよろしいでしょうか。 
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 他にご質問もないようでございますので、ただいまのその他事業についての総文第８号

については、このとおり決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○梶田 信三委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 続きまして、提案事項に移りたいと思います。 

 本日 初の提案事項として、協議総文第９号、協定項目７、議会の議員の定数及び任期

の取扱いでございます。 

 この議案につきましては、先回のご協議の中では、在任特例のみというご意見と、在任

特例の後に、さらに定数特例をという２つのご意見があったと大まかに思います。それら

の点を踏まえ、調整方針案が示されておりますので、事務局から説明をお願いします。 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 次第の７ページをお開きください。 

 協議総文第９号、議会の議員の定数及び任期の取扱いについて、協定項目第７号でござ

います。 

 議会の議員の定数及び任期の取扱いに関する調整方針（案）を次のとおり提案するとさ

せていただいておりまして、本来ならば、この調整方針は１つでございますが、まだすべ

ての委員さんのご意見といいますか、固まっていない状況でございますので、事務局とい

たしまして２つの案を提案させていただくということで、ご理解を賜りたいと存じます。 

 まず、上の方でございますが、在任特例のみの場合でございます。 

 調整方針。尾西市及び木曽川町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第７

条第１項第２号の規定を適用し、一宮市の議会の議員の残任期間に限り、引き続き新市の

議会の議員として在任するものとする。 

 下でございます。在任特例及び定数特例の場合ということでございますが、（１）、こ

れは上と同様でございます。 

 （２）の方を読ませていただきます。合併後、 初に行われる一般選挙においては、市

町村の合併の特例に関する法律第７条第３項の規定を適用し、当該一般選挙により選出さ

れる一宮市の議会の議員の任期に相当する期間について、尾西市・木曽川町を区域とする

選挙区を設け、一宮市の議会の議員の定数に人口比率を乗じて得た８名（尾西市）、４名

（木曽川町）を、一宮市の旧定数に加えた数をもって新市の議会の議員の定数とするもの

とする。 

 恐れ入ります。協議附属資料、７の議会の議員の定数及び任期の取扱いをお願い申し上

げます。 

 はねていただきまして１ページ、参考資料とさせていただいておりますが、現在の２市

１町の議員さんの定数、現員、あるいは任期等をつけさせていただいております。一宮市

の条例定数36で現員が36、尾西市の条例定数26名で現在25名、木曽川町がそれぞれ20名、
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20名といったことで、現在の総和は81名ということでございます。その下には、それぞれ

の団体の任期をつけさせていただいております。 

 次に、２ページでございますが、先ほどご説明申し上げました在任特例、２の合併後の

議員定数の特例で、在任特例というのをつけさせていただいておりますが、合併時に 初

の一般選挙まで、平成19年４月まで、一宮市の議員の任期中という言い方もできるかもし

れませんが、合併前の関係市町村の議員が全員在任できるといったことでございまして、

一宮市36名、尾西市が今般の選挙をもって22名となられるということでございまして22名、

木曽川町20名ということで、19年４月までは78名といったことでございます。 

 少しはねていただきまして、６ページをお願い申し上げます。 

 この６ページが、いわゆる在任特例プラス定数特例ということでございまして、先ほど

説明いたしました19年４月までは、在任特例といたしまして78名の議員さんが全員在任し

ていただくわけでございますが、そのときの選挙、19年４月から23年４月までの選挙にお

いては、一宮市で36人、尾西市において８人、木曽川町において４人といった、いわゆる

小選挙区を設けて選挙をして、トータル48名の議員さんを選ぶ、選挙をするといったこと

でございます。 

 尾西市８名、木曽川町４名がどのように計算されるのかといったところは、その下の方

に表がございますが、尾西市の増加定数のところを見ていただきますと、一宮市の旧定数

である36人掛ける５万7,956人、尾西市の人口でございますが、分母に27万3,711人、これ

は一宮市の人口でございます。一宮市の人口を分母として、分子に尾西市の人口、それに

一宮市の定数36を掛けたもので、答えは８人でございます。木曽川町も同様の計算式をも

ちまして４人といったことで、この数字は出ておるわけでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 今、事務局から説明がございました。先回もいろいろと皆さんの方からご意見があった

ところでございまして、先回は③とか⑤とかいうようにありましたが、今の説明の③とい

うのは在任特例、⑤が在任特例と定数ということと思います。これにつきまして、皆様方

それぞれお持ち帰りをいただいたと思いますので、ご意見をお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 では、友定委員さん、どうぞ。 

○友定 良枝委員 

 すみません、ちょっと２点ほど質問したいのですけど、前回私が申しました、前回でい

うと③ということになるのですけど、③の在任特例を適用して、その中で選挙区を設ける

ということを提案したのですけど、③にはないのですけど、こっちかこっち、③か⑤でし

か選べないのか。そういうことはできるのかということと、48人といいますか、46人以内

ということで、単純に２人なのですけど、議員さんにとっても、２人というのはとても大

きい数字だと思うのですけど、給料を支払うということに対しても、結構何年間というと、

市民にとって税金がその分余分にかかるということなので、そういうことができるかどう
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かということと、例えば⑤の選挙区を設けるということにした場合、その選挙区を今後ず

っと永遠に設けるべきなのか、１回きりなのか、一宮市と尾西市と木曽川町が一緒になっ

て、もうそういう分け隔てがなくなるから、なくなるのかという、その２点を教えていた

だきたいのですけど。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 まず、２点目の方のその在任特例の後の定数特例をとった場合は、これ１回限りでござ

います。次回からは法定の46人で、新しい市全域で選挙をするということでございます。 

 初の方の友定委員さんのご発言は、在任特例78人をとるのだけど、それを小選挙区で

やったらどうだというご提案でしょうか。 

○友定 良枝委員 

 ではなくて、 初の一般選挙です。 

○伊神 正文事務局課長 

 在任特例が切れた後の 初の19年４月の選挙を小選挙区制でということでしょうか。 

○友定 良枝委員 

 はい。 

○伊神 正文事務局課長 

 それですと、今のその定数特例ではなく、法定の46人をもって、その小選挙区制をやっ

たらどうだということですね。 

○友定 良枝委員 

 はい。 

○伊神 正文事務局課長 

 それは可能です。法律的には全然問題ございません。 

○梶田 信三委員長 

 先回ありましたけど、基本的に編入ということで決まりましたので、先回お話がありま

した編入の場合の①から⑤までですね、そのパターンになると思います。それで、お話の

ように、法定数46人以内でやるのか、それから特例定数、それでやるのか、それとも在任

特例、そのまま在任で78でいくのか、４年後に定数特例で48名ですか、それぞれの市町ご

とに小選挙区ごとでやるかと、それと46人、４年後に46人という、こういうパターンだと

思うのですけども。 

 それで、皆さんの先回のご意見の中では、在任特例、要するに市町が合併してから２年

間、一宮市の在任期間は78、定数の特例でいこうというご意見と、それでいって、それ以

後の 初の選挙はそれぞれの市町ごとの小選挙区で48でやったらどうかと、大体のご意見

はこの２つであったと思うんです。 

 はい、どうぞ、橋本委員さん。 

○橋本 照夫委員 
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 先回、大変緩やかな⑤番を選択したらどうだという発言をいたしましたけれども、これ

は訂正させていただいて、やっぱり市民感情からいきますと、この合併ということは、ス

リム化も基本的にあるわけです。ですから議員さんだけ、先生方が見えるので発言しにく

いのですけれども、やっぱり私は襟を正していくべきだろうと。 

 それと、もう一つ、この問題とは別になるかもしれませんけれども、議員さんの報酬は

それぞれ違いますね、市町で。その辺もかみ合ってくるわけですから、これはできるだけ

早く全市一般というのが私は基本的にあるのではないかと思います。しかし、そうは言っ

ても、地域の流れとか、いろいろな地域代表として運営していただかなければなりません

ので、これは個人的な好みで申し上げるわけではございませんけれども、この調整案の上

の欄、これがやっぱり一番妥当ではないかなと。 

 任期としては、特に尾西市の場合は、本来なら４年任期が、委託を受けて選出されるわ

けですけれども、８カ月ぐらい確か少なくなると思うのですが、これは辛抱していただい

て、次は速やかに、それはやはり一般で全市でやるべきだと、私は思い直しまして、また、

いろいろな各方面で意見を聞きましても、やはりそこら辺のところが一番妥当なような気

がして、あえて発言させてもらいました。 

 報酬の件は、この議題とは違いますけれども、これ見るとどこにも出てこないですね、

報酬の話が。この調整も実に大事な問題だと思うのですが、ほかの小委員会でやっていら

っしゃればいいですが、定数とか在任特例とか、たったそれだけのことでなくて、それは

常にお金のかかる問題です。議員さんの報酬の問題にかかわる問題です。議員さんのバッ

ジをつけていただいて在任期間やってもらうのだよと、単純にそれだけでは、同じ議事を

やっていただく、報酬がばらばらというのは、これはいかがなものかなという、そういう

ところへ及ばずながら考えたものですから、あえて発言させていただきますが、ひとつそ

の辺の調整もよろしく委員長、取りまとめをお願いしたいと思います。 

○梶田 信三委員長 

 わかりました。ありがとうございました。報酬のお話が出ましたが、橋本委員さんのご

意見は、今のをお聞きしますとばらばらだと。 

○橋本 照夫委員 

 ではないかなと思うのですよ。 

○梶田 信三委員長 

 ばらばらだと思いますので、それを統一するということですか。 

○橋本 照夫委員 

 いやいや、別に統一とか云々ということではないけど、それを審議してもらわないと、

それは待遇が違ったら大変な問題ですよ。 

○服部 豊委員         

 これはまた将来的に出てくるでしょう。 

○橋本 照夫委員 

 これは、合併と同時にスタートしていかないと。 
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○服部 豊委員         

 この委員会での今日の議題でしょう。 

○橋本 照夫委員 

 ほかの委員会でやっているのですか。 

○梶田 信三委員長 

 その議論は、この総務文教小委員会で議論する事柄ですか。 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 できますならば、私ども事務局が考えていますのは、この議会の議員の定数及び任期の

取扱い、これと同時といいますか、並行しながら、このお話も徐々にさせていただこうか

なと思っておりますので、この当該総務文教小委員会でご議論をいただきたい項目だと考

えております。 

○梶田 信三委員長 

 橋本委員さん、当面は、この定数の問題ありまして、それ、ある程度議論を進める中で、

では今度は報酬をどうするかということも、この中で議論を、例えば人数が多くて、同じ

ような、どこかに合わせるとか、そうなると財政的な問題も、指標的な問題もありますの

で、それを並行的にまた議論をしていくということでございますが、それでいいですね、

事務局。 

○伊神 正文事務局課長         

 はい。 

○梶田 信三委員長 

 そのように考えていきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。 

 はい、服部委員さん。 

○服部 豊委員 

 これについては、概ね２つに絞られてきたようですけれども、木曽川町はこの下の案が

13人ということで、一番多かったということを前回お聞きしたのですが、尾西市の議員に

おいては、そこまで把握はしていなかったものですから、その後、定例議会がありまして、

それが終わった日に皆さん一人一人のご意見をお聞きしました。そうしましたところ、上

の案ですね、在任特例、これが21人、それで下の在任特例プラス定数特例、これは２人と

いうことで、２人は意思表明されませんでした。棄権といいますか、保留ですかね、とい

う結果でありましたので、ご報告させていただきます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、わかりました。 

 はい、どうぞ。常川委員さん。 

○常川 雄次委員 

 私も意見を言わせていただきますと、やはり、協議会という合併のテーブルの上に乗っ

ているわけですから、基本的には、選挙区を分けるということは余り意味がないことなの
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かなと思っています。基本的には選挙のときのロスも多いのと、やはり何か合併する中で

派閥みたいな形になると非常にまずいかなとは思いますし、先ほど橋本さん言われたよう

に、本当に合併したときには、やはり報酬も一緒でないとまずいのではないかなというふ

うに思っています。その合併する意味合いがやっぱり薄れますので、ぜひ上の方針でいっ

たらどうかという意見です。 

○梶田 信三委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ、友定委員。 

○友定 良枝委員 

 尾西市と木曽川町の議員さんの意向は聞いたんですけど、一宮市は聞いていないもので

すから、教えていただきたいと思います。 

○梶田 信三委員長 

 一宮市につきましては、それは議会の方で、いろいろ話はしました。それは先回もちょ

っとお話はしましたけれども、在任特例ですか、③番、大方③番というご意見が…… 

○友定 良枝委員 

 何人ですか。 

○梶田 信三委員長 

 だから7、8人ですね。 

○友定 良枝委員 

 全員が……。 

○梶田 信三委員長 

 全員でやったわけではございません。代表者でやりましたので、それが、一致した意見

でありましたということでございます。 

 はい、どうぞ。 

○川井 勇副委員長 

 私どもの木曽川町は、先般、これも同じようにお持ち帰りということで、お一人お一人

のご意見を聞きながら、先ほど服部先生がおっしゃった数字に達したわけですが、 終的

には、私個人の考えでは、やっぱり在任２年間ございますので、幾ら小さなまちといえど

も、２年間の猶予期間があれば、新市の動向はやはりケアができるのではないかなと、こ

ういうふうに私ども考えるわけですが、何せ私どもも、いろんなまちと相談するといって

もブロックがありまして、もう地域状況が違いまして、丹葉中地区という丹羽郡、中島郡、

葉栗郡ということですが、やはり一部事務組合の関係も随分違いまして、なかなか参考に

は余りならないと思うのですよ。 

 そういう状況で、ご案内のように、これ１郡１町でございまして、いい面もたくさんあ

ったと思うのですが、何せいろいろこういうお話を聞いておりますと、どうしても一宮市

さんに囲われておる中の片隅におると。これ人口が少ないのでやむを得ませんが、そうい
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う中で、やっぱり今おっしゃるように、簡単に言う、③と⑤ということですが、やはりこ

れは世論的に眺めて、先ほどからお話が出ておる議員の報酬、これはもう肝心なものの大

事なことになると思うのですね。 

 これ70何名が合同して新市をやると、たとえ２年間でも。それはもう大変な問題である

し、恐らくそれに伴う、今日お忙しい公務の中、おそろいの各２市職員の方々、三役の

方々がお見えになりますが、この方々、三役は除いて等級が違うと思うのですよ。だから、

そういう問題も絡んできますので、是非ひとつ、これは総務文教ということでございます

ので、ひとつ課長さん、その辺もぜひ何か参考になる課題なりがあればお聞かせを願って、

私どもはこの小委員会の意見を尊重していきたいと、こういうふうに思っております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○梶田 信三委員長 

 ありがとうございました。そうすると、木曽川町さんにつきましても、その今の先般で

いうならば③でいいということですか。 

○川井 勇副委員長 

 もう皆さんの意見に、この小委員会の意見で。是非⑤番をとらなければいかんという意

味はありませんので、ただ、意見を聞いてきたのです。 

○梶田 信三委員長 

 そうですか、わかりました。 

 他の委員さんの意見はいかがですか。 

 はい、どうぞ、葛谷委員。 

○葛谷 昭吾委員 

 木曽川町は議員さん方が全員協議会をやってみえますけど、その傍聴のときには、今の

川井先生が言われましたように、⑤が13名、それから③が６名ということで、木曽川町の

議員さん方は⑤を選ばれた方が多いのですけど、私も先ほどから出ておりますように③、

これが一番妥当だと思っております。 初は、住民感情といたしましては、特例は使わな

い、それでいって、19年４月ですか、このときには新しい新市の選挙をやったらどうかと

いうことも思っておりましたけど、私ども、木曽川町の議員さん方も、それでは地域の意

向が伝わらないのではないかと、このような意見もありまして、それで③と⑤を選んでく

ださったということでございます。 

 ですから、先ほどからも出ておりますけど報酬ですね、これが一宮市の議員さんの報酬

になるのか、それぞれ２市１町の議員さんの報酬、ばらばらですけど、どこに合わせるの

かということになって、住民といたしましては、財政が非常に厳しい中でありますので、

できるだけ報酬も抑えていただきたいというのが私の本音でございます。③が一番いいの

ではないかと思っております。 

○梶田 信三委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 ほかはよろしいですか。 
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 はい、どうぞ。 

○松村 真早美委員 

 私もやっぱり③番の方がいいのではないかと、妥当ではないかと思います。やはりこの

ことよりも報酬の方を調整していただいていく方が大事ではないかなと思います。 

○梶田 信三委員長 

 はい、わかりました。皆様方の大抵ご意見をお聞きしておりますと、大体定数について

は③番の在任特例を使って、合併後、19年４月には、法定内で選挙するということだと思

います。それにかかわって今もお話がございました、報酬のお話もございましたので、報

酬については、事務局の方で何かそれぞれの市町の、これ今後またお持ち帰りいただいて

検討していただくことも踏まえて、その資料がありましたらちょっとどうですか、事務局

の方で。 

         （資料配付） 

○梶田 信三委員長 

 お手元に資料が配付をされましたけども、若干説明をしていただけますか、事務局の方

で。 

 はい、どうぞ。 

○伊神 正文事務局課長 

 少し小さな字で読みづらいのでございますが、まず「参考」と書いてある方が上でござ

います。これが現状の一宮市、尾西市、木曽川町の議員の報酬を書かせていただいた一覧

でございます。議長、副議長を除きまして、議員報酬１人当たりというところを見ていた

だきますと、一宮市が53万3,000円、尾西市が44万5,000円、木曽川町が27万円となってお

ります。 

 さて、この議員報酬の比較という表でございますが、これがなかなかわかりづらくて、

申し訳ありませんが、説明させていただきます。 

 上段に、一宮市の報酬に合わせた場合、下段に19年４月まで２市１町議員報酬を維持し

た場合と２段書きをさせていただいております。その次の隣の15年度予算額というところ

が、これは現在の金額ですが、これは一緒でございます。一宮市の報酬に合わせた場合と

いうのは、17年度から18年度以降のところとお読み取りいただきたいと思います。 

 それで、15年度予算額といたしまして、計のところを見ていただきますと「416,868」、

これは上下一緒でございますが、４億1,686万8,000円となっているということでございま

す。これのすぐ右が、自治法91条の原則定数での場合と書いてございます。これは、合併

すると、37万余の場合に46名という議員総数になりますので、これが「295,824」という

ことで、２億9,582万4,000円となるということで、これは一応指針としてお読み取りいた

だきたいと思います。 

 その次の右隣、17年度から18年度と書いてございますが、これは２年間を表しているわ

けではなくて、単年度の金額とご理解賜りたいと思います。これが一宮市の報酬に合わせ

た場合「500,496」、５億49万6,000円、これが現状の15年度予算額、２市１町合わさった
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ものと比較いたしますと8,362万8,000円余分に単年度ごとにかかってまいりますというこ

とでございます。その隣の「204,672」（２億467万2,000円）というのは、先ほど言いま

した原則の定数46人の場合と比較してどうだといった場合でございますが、この場合は２

億ちょっと余分にかかってくるとお読み取りいただきたいと思います。 

 それで、その下の欄におりていただきますと、19年４月まで２市１町現状のままの報酬

とした場合はどうだということになりますが、17年度から18年度の欄の合計欄を見ていた

だきますと「414,144」（４億1,414万4,000円）ということでございまして、４億ちょっ

とということでなっております。それで「▲2,724」、272万4,000円のマイナスとなって

おります。これは、どういうことかといいますと、今２市１町で３人の議長さんが見え、

３人の副議長さんが見えますが、これがお一人になりますので、その差額とお読み取りい

ただきたいと思います。それで、その右隣が、先ほど申しました法定の46人との差でござ

います。 

 それで、19年度へいきますと、これを一宮市の報酬に合わせた場合、総和が３億1,200

万、下の２市１町同じの場合が３億500万ということで、それぞれ１億400万弱、それから

下の場合は１億1,000万強の差が現況の予算額、15年度予算額との差が出ているというこ

とでございます。20年度以降は一緒でございます。これがいわゆる在任特例をとった場合

に、19年４月まで78名在任で議員さんがお見えになるといったときの一宮市に合わせた場

合、それぞれ別々の場合の比較表でございます。 

 裏面を見ていただきますと、17、18までは一緒でございます。それで、19年度につきま

しては、19年４月まで在任特例が期間として残りますので、19年４月分のみ78人、５月以

降が48人ということになります。その金額が19年度とお読み取りいただきたいと思います。 

 下の段の19年４月までに２市１町、議員報酬を維持した場合となっていますので、今申

しました19年４月分の78人のときは２市１町ばらばらの報酬ですよと。５月以降、定数特

例をとった場合、48人になりますが、このときは一宮市の報酬に合わせたという積算にな

っております、 

 それで、20年度から22年度については、これはその今の定数特例の48でもう一宮市の報

酬になってしまっていますので、上下とも一緒の金額でございます。あと23年、24年以下、

一緒でございます。そういったことで、この表をお読み取りいただきたいと思います。な

かなかわかりにくかったかもしれませんけど、またご質問等でお受けしたいと思います。 

○梶田 信三委員長 

 今、説明ございましたけれども、ちょっと見づらいと思いますが、③で皆さんのご意見

が多いということですから、③で在任特例でいった場合、19年４月まで、それぞれの報酬

でいった場合と、一宮の報酬に全員が合わせた場合の額がどれぐらい違うのかというのは、

ここに載っておるということですね。 

 事務局、どうぞ。 

○伊神 正文事務局課長 

 そうですね、在任特例でほとんどということでございますので、「参考」と書いてある
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表の方を見ていただきますと、左から３番目というのでしょうか、17年度から18年度と書

いた欄がございます、17年度から18年度、ここの欄の合計欄、上段が５億、下段が４億

1,000万、この差が２市１町の一宮市に合わせた場合と、それから２市１町ばらばらの場

合の差とお読み取りいただければと思います。 

○梶田 信三委員長 

 約8,600万ということですね。わかりました。この表について、どなたかご意見があれ

ばお願いをいたします。 

 はい、どうぞ、友定委員さん。 

○友定 良枝委員 

 表というよりも、もしも合併後もこの合併前のお金で給料をいただいているということ

になると、議員さんの間では同じ仕事やっていて不公平とかそう思うということはあるの

ですよね。 

○川井 勇副委員長 

 いや、だけど、あれはその現状でいいと思いますよ。職員さんも一緒だもの。 

○梶田 信三委員長 

 私、個人的な意見で申し上げますと、合併をして17年３月、用意ドンで合併して選挙や

ると。選挙やって、一宮市の議員を全部選ぶと、そうなれば全部一緒で私は構わないと思

います。 

 ただ、その在任の特例でそのままいきますので、これは私の意見も含めて、我が一宮市

議会の多くの意見ですが、要するにそれぞれの議員さん、その市町の議員さんは、言うな

らそれぞれの市町の有権者の皆さんで選んで、それぞれ選ばれておみえになったわけです

けども、有権者が持っている背景の人数が違うのですよね。これ一宮市においていくと

2,500人ぐらいの票をとらなければ当選できないと、例えば尾西市さんは幾ら、木曽川町

さんは幾らというふうになりますので、それは在任特例の間は、それぞれの市町の報酬で

いってもいいのではないのかなというのが、勝手な言い方かもわかりませんが、うちの一

宮市の議員の多くの意見でございました。 

 はい、橋本委員。 

○橋本 照夫委員 

 それは委員長、まことに都合のいい解釈で、やはり同じ内容の同じ仕事をするのですか

ら、これは調整していくべきですよ。それで、その合併という意義がそういうところにあ

るわけです。それは確かに立候補してとった票数に格差があると、それは一宮市の方が経

費が余計かかっているとおっしゃりたいのかもしれませんけども、そうではなくて、やっ

ぱり仕事をしていただく、そういう意味合いからいうと、そこでちょっとばかりの差なら

いいですけど、ちょっとあり過ぎるので、一宮市に合わせるというのは何せ経費がたくさ

ん、8,000万円あまりも余計かかるということは、これも市民感情からいくと、それでよ

ろしいよとは言いにくいですが、私はやっぱり一宮市に合わせて議員さんは同じ待遇で同

じ土俵に乗るべきだと思います。２年間ですから、そういうことが一番ベターではないか
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なという気がするのですけれども、これで市民の皆さん方にその辺の了解が得られるかど

うかということは別問題として、意見としてはそう思います。 

○梶田 信三委員長 

 わかりました。 

 はい、どうぞ、常川委員さん。 

○常川 雄次委員 

 ちょっとやっぱり相当差がありますから、この8,000万も２年間出たら、これ大変なこ

とかなと思うのだけども。やはりその合併する意味合いからすると、そのトータルで増え

ないような方法がとれないかなと、今どういう方法がいいかわからないですけども、基本

的には一宮市に合わすと8,000万ふえるなら、ある意味一宮市も下げなければいけないの

かなということを非常に思いますね。ただ、トータルで8,000万円増えたら……。 

○橋本 照夫委員 

 ちょっと説明はつきにくいですね。 

○常川 雄次委員 

 ちょっと意味がないというか、２年間ありますからね、一宮市に合わすよりも、例えば

尾西市に合わすとか、そういう、非常に大きいと思いますね。だから３年後にはすごい安

くなるということは言えますけど、この２年間の１億6,000万円は非常に大きいと思いま

す。 

 以上です。 

○梶田 信三委員長 

 はい、葛谷委員、どうぞ。 

○葛谷 昭吾委員 

 今、梶田委員長さんが言われましたように、木曽川町の場合だと、定数特例ですか、こ

れ使うと４人でいいでしょう、４人を20名で仕事をするわけですわね。それで、尾西市さ

んの場合だと８名でいいところを今度22名ですか、それで仕事するわけですので、これは

やはり今までの報酬で２年間はいった方がいいのではないかと思うのですけどね。だから、

それは同じ仕事をしておるというものの、４名であるところを20名で木曽川町はしている

わけだし、尾西市さんの場合だと８名でいいところを22名で仕事をするということですけ

どね。 

 今それで尾西市さんの真ん中をとったらどうかという話もありますけど、そうした場合

は、一宮市さんの議員さんは納得できんと。 

○橋本 照夫委員 

 それは議決を得られない、絶対に。だから合併特例という特例が出ているわけですから、

そういうことで金が要るから出てくるわけでしょう。 

○葛谷 昭吾委員 

 それでも結局、どっちかと言えば、私たち住民にしてみれば一番いい方法をとっておる

わけですので、なるべく財政が厳しいときなので、財政負担を少なくするということは、
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やはり議員さんの報酬も下げていただくというのは住民の考えではないかと思うのですけ

ど。 

○梶田 信三委員長 

 川井委員、どうぞ。 

○川井 勇副委員長 

 よろしいですか、木曽川町の川井ですけど、私は特別委員会の委員長という立場で、ひ

とつ今度はここの副委員長ではなく、そういう立場で物を言わせていただきます。 

 今、葛谷委員さんから、人口割で割るとそういう数字になりますが、今現在、私も削減

の委員長を２年やらせていただきまして二人精査してきたわけですが、たまたま財政、世

の中、この状況下の中で、こういう合併問題が持ち上がってきたと。これはやむを得んだ

ろうと、こういうようなことですが、今これあくまでお尋ねしたいことは、これあくまで

参考資料として、この合併することに対しての議員さんの差異いかがでしょうかと、こん

なような参考資料だと思いますが、私は今ここでその論を進めるには少し早いのではない

かと、私はこんなふうに思うのですね。 

 ここで皆さん地域代表とか、婦人代表とか選ばれてみえる、ご苦労さまでございますが、

やはり議会は議会の一つのシステムがございますので、 終的には皆さんの議決を要する

ところですから、少しいろいろな面からお時間をいただけるとありがたいなと、こんなふ

うに思っております。何でもここで結論が出るということではなく、少なくとも少しお時

間を貸していただきたいと。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、わかりました。 

 はい、どうぞ。 

○青木 隆子委員 

 今の報酬の件ですけれども、これは、この先いつごろに話し合われる内容になるのか。

尾西市の場合ですと住民投票がありますけど、こういう議員さんの身分とか報酬について

というのは注目されると思うのですよね、市民の方が。だから、それ以後の話し合いなの

か、それ以前にもう話し合われるのか。どちらでしょうか。 

○梶田 信三委員長 

 事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 本日、総文第９号としてご提案を申し上げましたのは、議会の議員の定数及び任期の取

扱いについてという項目でございまして、今の議員の報酬については、この附属というこ

とで、後からお渡しさせていただいたものであります。私どもの今考えますスケジュール

といたしましては、この定数及び任期の取扱いについては、次回12月の総務文教小委員会

のときに、在任か、あるいは在任プラス定数か、どちらかということになると思いますが、

これをご決定いただきたいと考えております。 
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 それで、今のその議員さんの報酬については、そのときまでに議論がまとまれば、それ

はそれでご決定いただけるのかとは思いますけれども、なかなか難しい、悩ましい問題で

あろうかと思いますので、これについては、少々また時間をかけさせていただいて、次回

の12月までの決定といったことは考えておりません。しかしながら、尾西市の住民投票の

一つの判断材料ということもあろうかと思いますので、そこら辺のところはなかなか難し

いのでございますが、急がず焦らずといったことで、答えになっていませんが、考えてい

きたいと考えております。 

○梶田 信三委員長 

 はい、わかりました。今事務局の方から、とりあえず今日ご議論をいただきました在任

特例か、また在任特例プラス定数特例、大方の皆さんのご意見は在任特例でいくというこ

とでございますが、この正式決定は次回に待ちたいということでございますので、すみま

せん、そのときに決めさせていただくということで、今説明がありましたこの資料につい

て、いろいろ議論がたくさんあると思います。市民の皆様方とか、いろんな方の意見があ

ると思いますので、それを聞いた上で、じっくりと皆さんと協議をしてまいりたいと。こ

れ、議会もろとも、やっぱり我々もそうですけども、ある程度こういうこともやらなけれ

ばいけませんので、その辺も踏まえて慎重に進めてまいりたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 どうぞ。 

○服部 豊委員 

 私も一言だけ言わせていただきたいと思いますけれども、議員の報酬の額をどうするか

というのは、これなかなか難しい問題で、基準があってない状況でして、これはまた後で

じっくり論議するとして、先ほど一つの市で、旧一宮市の議員はこれだけで、旧尾西市は

これだけ、旧木曽川町はこれだけというような話も出ておったのですけれども、法的には

これは不可能なことでしょう。やれないことですよね。私はそういうふうに理解している

のですが。 

○梶田 信三委員長 

 事務局、どうぞ。 

○伊神 正文事務局課長 

 私が知る限りでは、静岡、清水で２種類の報酬でやっておみえになるということでござ

います。ただし、法的には、わかりませんが、総務省は望ましいことではないとといった

発言をしているのは新聞紙上で読んだことがあります。 

○梶田 信三委員長 

 はい、どうぞ。 

○服部 豊委員 

 これは議員平等の原則に反するということだと思うのですね。ですから、統一されるの

が望ましいことだと私は思っておりますけど、その額については今日はやめときますけれ

ども。 
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 それで、先ほどから在任特例ということで、尾西市や木曽川町においては、それぞれの

地域の実情に精通された経験のある議員が、スタートのところ２年間ですね、新市の建設

に参画するということは、それぞれの地域にとってもいいことだという判断が働いてのこ

とだと思いますけれども、それに伴うメリットがあると同時に、デメリットとして、先ほ

どから年間8,500万とか600万とかいう話が出ていますけれども、これは、私が思いますに

は、この表の一番右見ていただきますとわかるように、10年間のトータルで考えれば、７

億、８億という経費の節減につながってくることでありますので、私はささいなことでは

ないかなというふうに思っております。 

○梶田 信三委員長 

 いずれにいたしましても、このことにつきましては、またじっくりと協議をさせていた

だきたいと思いますので、事務局にお願いしますが、先ほど清水市さんの例がありました

が、そのようなほかに例がありましたら、また１回提示してください。それと、総務省の

法的な問題もあろうかと思いますから、その辺も踏まえてよろしくお願いします。これは

また慎重に皆さんと協議させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、ちょっと休憩をさせていただきたいと思いますが、10分ほど休憩をお願いし

たいと思います。よろしくお願いします。では50分から再開をさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

午後３時４０分 休憩 

午後３時５０分 再開 

○梶田 信三委員長 

 それでは、再開をさせていただきたいと思います。 

 続きまして、協議総文第10号の地方税の取扱いについて、事務局説明をお願いします。 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 ８ページをお願い申し上げます。 

 協議総文第10号、地方税の取扱いについて、協定項目第９号でございます。調整方針を

読ませていただきます。 

 地方税の制度は、同じものについては現行のとおりとし、差異のあるものについては原

則として一宮市の制度を適用するものとする。 

 （１）市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により、市民税の均等割について

は合併後５年間は不均一課税とする。 

 （２）法人市（町）民税の超過税率は、合併時に廃止するものとする。 

 （３）木曽川町の市街化区域内農地に係る課税については、平成22年度まで農地に準じ

た課税を行うものとする。 

 （４）事業所税については、合併が行われた日から起算して５年を経過する日までの間

は課税しないものとする。 

 恐れ入ります、地方税の取扱い、附属資料をお願い申し上げます。 
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 はねていただきまして、１ページでございます。 

 まず、個人の市（町）民税でございます。一番上、見ていただきますと、税率となって

おりますが、所得割については２市１町同じでございますが、均等割に差がございます。

一宮市、尾西市は市でございますので、均等割2,500円、木曽川町は2,000円でございます。

これについては、合併後５年間は、木曽川町において2,000円の不均一課税とさせていた

だこうというものでございます。 

 次に、納期については同じでございますので、現行のとおりでございます。 

 続きまして、３の主な減免規定でございます。少し特記するものだけご説明したいと思

います。 

 （３）の当該年度の賦課期日後に死亡した者のうち、前年中の総所得金額が非課税基準

額、これは一宮市の欄を読んでおりますが、125万円に２を乗じた額（その者が控除対象

者または扶養親族を有する場合には、50万円に控除対象配偶者及び扶養親族の数を乗じた

金額を加算した額）以下の者といったことがございます。これが木曽川町にはございませ

んが、尾西市にも同じようなものがございます。尾西市が、総所得金額の300万円以下の

者となっておりますけれども、一宮市の場合、扶養家族が多いと、その減免対象が増えて、

より有利であろうということでございますので、ここは一宮市の制度をとらえていきたい

と考えております。 

 また、その２ページの一番下、災害のときの減免の期間でございますが、一宮市の欄を

見ていただきますと、減免の期間といたしまして、災害等の発生から１年間、尾西市にお

いては災害等の発生から当該年度内ということになっておりまして、例えば、８月に災害

が起こったといった場合は、一宮市の場合は翌年の７月まで減免の期間があると。尾西市

の場合は当該年度内ですので、８月に起こっても３月で打ち切りといったことでございま

す。この点をとっても一宮市が有利ということが言えるかと思います。 

 しかしながら、３ページの（５）、（６）でございますが、（５）の障害者、未成年者、

老年者、寡婦または寡夫である者の前年の合計所得金額が、個人住民税の非課税の範囲

（125万円以下）に規定する額に20万円を加算した額の方を、一応減免の対象として一宮

市はとっておったわけでございます。これについては、もともと地方税法では、経済的、

身体的事情等により税を担う力が弱い方については、税負担を求めるのは適当ではないと

非課税の制度が設けられているわけでございまして、一宮市のこの制度については、それ

に20万円上乗せしていたということでございますが、これについては、尾西市、木曽川町

にございませんので、これについては廃止させていただこうといったことでございます。 

 （６）については、その（５）に対する生計を一にする妻のことでございまして、これ

についても廃止をさせていただこうということでございます。因みに、減免を受けられた

方については（５）については４名、（６）についてはなかったと、ゼロということでご

ざいますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 これをもちまして、減免規定においては一宮市の制度が有利であろうということをもち

まして、一宮市の制度に合わせるとさせていただいております。 
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 次に、３ページの法人市民税、法人町民税でございます。均等割については２市１町同

じのため、現行のとおりとさせていただきます。法人税割につきましては標準税率とし、

尾西市の超過税率は合併時に廃止するとさせていただいております。尾西市の欄を見てい

ただきますと、法人税率は12.3％でありますが、資本金が１億円以下で、法人税額が年

400万円を超える法人については、超過税率14.7％を適用しておったものでございますが、

これについては、合併を機に廃止をさせていただこうというものでございます。 

 次に、４ページでございますが、２の主な減免規定でございます。これについても、対

象が、一宮市の場合、法人税法第２条第５号の公共法人、あるいは同法第２条第６号の公

益法人等々でございまして、尾西市、木曽川町よりもやはり対象者が広いといったことを

もちまして、一宮市の制度に合わせさせていただこうという調整でございます。 

 次に、固定資産税でございますが、税率は同じでございます。納期については、４期で

納めていただくのは一緒でございますが、一宮市の第３期を見ていただきますと、ほかが

12月25日までのところ、12月27日までとなっておりますので、これも一宮市の制度に合わ

せるということでさせていただいております。 

 次に、主な減免規定でございますが、これは４ページ、それから５ページにまたがって

書かれております。これも先ほどの市民税、町民税と同様でございまして、５ページの一

番下の方を見ていただきますと、減免の期間というのがございます。災害の発生から当該

年度内、ただし１月１日から３月31日までに災害が発生した場合は翌年度分も対象といっ

たことをもちまして、ここのところが尾西市、木曽川町よりもやはり有利であろうといっ

たことでございます。 

 この減免のその災害発生からの期間が長いということ、あるいは、土地、家屋、償却資

産の区分が明確になっているということをもちまして、一宮市の制度に合わせるといった

調整がなされております。 

 次に、減額の措置でございますが、新築住宅の３年間の減額、これは２市１町同じのた

め現行のとおりとさせていただきます。 

 次に、６ページの木曽川町の欄をご覧いただきますと、５といたしまして、市街化区域

内農地の課税となっております。現行は、一般の市街化区域農地の扱いで、宅地並み評価、

農地に準じた課税となっておりますが、これにつきましては、９ページをご覧いただきた

いと存じます。 

 簡単な農地に対する課税の仕組みということでフローチャートが出ておりますけれども、

農地から一般農地と市街化区域農地と分かれております。市街化区域農地が、また上下に、

一般の市街化区域農地、それから合併した場合という矢印をつけまして、三大都市圏の特

定市の市街化区域農地となっておりますが、簡単に言いますと、上段が木曽川町、下段が

一宮市、尾西市とお読み取りいただきたいと思います。上段の一般の市街化区域農地とい

うことで、木曽川町は宅地並み評価、農地に準じた課税がされています。一宮市、尾西市

は宅地並み評価、宅地並み課税となっております。 

 それで、合併すると、木曽川町も下段の三大都市圏の特定市ということになりまして、
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宅地並み評価、宅地並み課税がされるわけでございますが、お戻りいただきまして６ペー

ジでございますが、調整方針見ていただきますと、合併特例法第10条第３項を適用して、

平成22年度までは農地に準じた課税を行うものとするということでございまして、先ほど

申しました特定市の宅地並み評価、宅地並み課税というのは平成23年度から木曽川町にお

いて始まるとご理解を賜りたいと存じます。 

 次に、４の都市計画税でございますが、税率は２市１町同じのため現行どおりでござい

ます。あと、納期、減免規定、減額措置、これは一宮市の制度に合わせるとさせていただ

いております。 

 次に、５の特別土地保有税でございますが、これについては、２市１町同じのため現行

のとおりとさせていただいております。 

 はねていただきまして、７ページをお願い申し上げます。 

 ６の軽自動車税でございますが、これについても２市１町同じでございます。現行のと

おりでございます。ただし、３の主な減免規定を見ていただきますと、尾西市の制度を適

用するとなっておりまして、②の特別な事情と市長が認めた場合、生活保護による減免可

となっておりまして、詳しいことは省略させていただきますけれども、県の基準をとって

おりまして、一宮市、木曽川町に比べると有利な減免規定となっております。その点をと

りまして尾西市の制度を適用するとさせていただいております。 

 次に、７のたばこ税でございますが、これは同じでございますので、現行のとおりでご

ざいます。 

 入湯税につきましては、一宮市のみ課税されておりますが、これはそのままということ

で、新市に引き継ぐとさせていただいております。 

 次に、９の事業所税でございます。調整欄、人口30万人以上で政令で指定する市が課税

団体となるが、合併関係市町村のいずれも事業所税の課税団体でない場合、合併により人

口が30万人以上となるときは、合併特例法において合併が行われた日から５年間は事業所

税の課税団体としての政令指定はされないということでございますが、これも10ページを

見ていただけますでしょうか。 

 事業所税とは何ぞやということでございますが、一番上の方に、道路、上下水道、教育

文化施設などの都市環境の整備及び改善に関する事業の費用に充てるために設けられた目

的税でございまして、一定規模の事業を行っている事業者等に対して、事業所の床面積や

従業員の給与によって課税されるものであるということでございます。 

 それがどの規模の事業所なのかということを見ますと、下の表の中の下から３つ目、免

税点というところを見ていただきますと、資産割、事業所床面積1,000平方メートル以下、

従業者割100人以下となっておりまして、逆に言えば、床面積1,000平方メートル以上のと

ころ、あるいは従業者を100人以上抱えてみえるところに関しては、その事業所税がかか

ってくるということでございますが、先ほどの特例をもちまして、５年間は猶予されると

いうことでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 
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○梶田 信三委員長 

 ただいま説明がございましたけれども、この説明に対して何かご質問、ご意見がありま

したらお願いいたします。 

 はい、どうぞ、友定委員。 

○友定 良枝委員 

 ３ページの法人市（町）民税というところで、（２）の法人税割というのがあるのです

けど、ちょっと私この言葉を初めて目にしたのですけど、その超過税率14.7％をなくすの

は、どういう理由からか教えてください。それと、この税の意味というか、それも教えて

ください。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 尾西市の超過税率14.7％を廃止する理由でございますが、先ほど説明させていただきま

したように、30万を超えますと事業所税がかかるとご説明申し上げました。これは５年間

徴収猶予されるわけでございますけれども、５年後はかかってくるわけでありまして、こ

れは法で決まっておりまして、好むと好まざるにかかわらず、30万を超えた場合には、か

かってくるものでありますので、もし今の超過税率をそのまま残せば、ダブルで課税され

る事業所がおみえになるということであります。よって、この際、この尾西市の超過税率

を全市に広げることは避けたいといったことで廃止をさせていただいたものであります。 

 尾西市さんのこの超過税率の目的でございますが、概ね先ほど事業所税のところでお話

しさせていただいたように、教育文化施設等の都市環境の整備に充てるといった使用目的

でございます。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 よろしいですか。 

○友定 良枝委員 

 ありがとうございました。 

○梶田 信三委員長 

 ほかにございませんか。 

 はい、どうぞ、服部委員。 

○服部 豊委員 

 ３ページの上の（５）、（６）、これは廃止するということでありますけれども、実際

の減免対象が、上が４人、下がゼロだということですが、減免額としてはどれほどになっ

ておるでしょうか。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 
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 平成14年度実績で減免額が２万3,500円でございます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、どうぞ。 

○服部 豊委員 

 額的には微々たるものでありますけれども、こういう障害者、老年者、寡婦等は、いろ

いろな控除があるわけですけれども、しかし、それにしても現行の税体系のもとでは、私

は十分な控除が行われているとは思えないのです。ですから、各自治体において上乗せの

軽減制度がとられていると思いますけれども、この金額的には、そんなに大きな市にとっ

ての負担ではありませんけれども、この対象となって軽減される方にとっては大変ありが

たい制度だと思うのです。これ、何も合併を機になくさなくてもいいのではないですか。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 これについて同規模といいますか、他都市の調査をさせていただきましたところ、同じ

ような制度でやっておみえになるのが春日井市でございます。それで、豊橋、岡崎、豊田

については、このような制度はございません。それで、春日井市においても、一宮市の場

合は125万円に20万加算した額といった規定でございますけれども、春日井市の場合はプ

ラス５万円といったことで、一宮市の方が手厚くやっているわけでございますが、これは

考え方でございますけれども、法で決められた基準を一応範囲内でやっております。20万

のプラスをやることについても議論がいろいろあろうかと思いますが、他都市の例も鑑み

ながら、このような調整をさせていただきました。 

○梶田 信三委員長 

 はい、どうぞ。 

○服部 豊委員 

 やはり弱者に温かい市をつくっていこうと思ったら、こういうものは残していくべきで

はないですか。よそは余りやっていなくても、どこもやっていなくても、これが新しい市

の全市民に思いやりのある行政の姿ということで、金額的には、知れていますよね。私は

やっていただくべきだと思うのですけども。 

○梶田 信三委員長 

 これは、今回につきましては、この説明にとめさせていただいて、次回ご協議をいただ

きたいと、こう思いますので、よろしくお願いします。 

 他にご意見ありましたら。 

 はい、どうぞ。 

○友定 良枝委員 

 すみません、１ページの１の個人市民税のところの３の主な減免規定の勤労学生の扱い

についてなのですけど、一宮市の制度に合わせるとなっているのですけど、例えば、尾西

市との違いというのはどういうふうに起きてくるのか、ちょっと教えていただきたいので
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すけど。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○東元 徹夫税務分科会長         

 尾西市の税務課、東元と申します。 

 今ご質問ございましたこの減免規定でございますけれど、表現は一宮市の場合、税額の

100％相当額、それから尾西市の場合は、所得割額を課されない勤労学生は均等割額の全

部という表現をしておりますけれど、実態につきましては、勤労学生、高校、大学に行っ

て所得のある方につきましては、ある一定以上の金額があれば、当然、勤労学生控除とい

うことで、所得割、均等割が課税になるわけでございます。ここで、減免といっておりま

すのは均等割でございまして、所得割はかからずに、均等割が課税になる方がおみえにな

ります。 

 私もこれ見落としましたけれど、尾西市におきましても、表現としましては、税額の

100％相当額、ここでは均等割のことをいっておりまして、表現が尾西市の場合、均等割

という形で強調しておりますけど、内容は一緒でございます。申し訳ございません。 

○梶田 信三委員長 

 中身は一緒だということでございますけども、よろしいですか。 

○友定 良枝委員 

 はい、わかりました。 

○梶田 信三委員長 

 他にございませんでしょうか。 

 ほかにご意見もないようでございますので、このことにつきましては、次回の委員会で

ご協議をいただくということでお願いをしたいと思います。 

 それでは次に、協議総文第11号、町名・字名の取扱いについてを議題とさせていただき

ます。 

 事務局の説明をお願いします。はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 ９ページをお願い申し上げます。 

 協議総文第11号、町名・字名の取扱いについて、協定項目第18号。調整方針を読ませて

いただきます。 

 町・字の名称については現行のとおりとし、「大字」を削除した名称に変更する。ただ

し、木曽川町においては、葉栗郡木曽川町を○○市木曽川町に置きかえるということでさ

せていただいております。 

 恐れ入りますが、協議附属資料18、町名・字名の取扱いをお願い申し上げます。 

 今調整方針を読ませていただいたとおり、現行のとおりと。ただし、大字を削除した名

称に変更させていただきたいというものでございます。これについては、尾西市において

大字という表現はございません。新市において、やはり統一した地名といいますか、表記
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が望ましいだろうということ、あるいは従前より、一宮市、木曽川町においても、大字は

廃止してほしいという要望が数多く来ておりまして、この際廃止をさせていただこうとい

うことでございます。 

 ４ページをお開きいただけますでしょうか。 

 一番下の備考欄でございますが、例示として数点挙げさせていただきました。合併前と

合併後を比べていただきますと、例えば、イの一宮市大字大毛というところがございます

が、これは○○市大毛と、一宮市本町２丁目は○○市本町２丁目でございます。エの尾西

市起は○○市起、篭屋１丁目もそのままでございます。カの木曽川町大字黒田につきまし

ては、○○市木曽川町黒田ということで、木曽川町という町名を残し、大字を廃した名称

とさせていただいております。よろしくお願い申し上げます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明で何かご質問等ございましたら。 

 はい、どうぞ。 

○友定 良枝委員 

 すみません、テレビのトリビアの泉ではないのですけど、大字という意味自体がよくわ

からないのですけど、何のためにこういう言葉があるというか、ついたのか、ちょっとそ

この経緯を教えていただきたいのですけど。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 大字については、昔の町とか村といったものが、明治の市町村制施行の際に、町村の１

区画として、ブロックとして区画された、そこのエリアを大字と称したものであります。

よろしいでしょうか。 

○梶田 信三委員長 

 いかがでしょうか。 

○友定 良枝委員 

 はい。 

○梶田 信三委員長 

 はい、どうぞ、葛谷委員。 

○葛谷 昭吾委員 

 大字ですけどね、小字というか、字というのがありますね。やはり私、玉ノ井ですけど、

大字玉ノ井字、私の場合で池田というふうになるのですけど、そのいわゆる小字というの

は、これはやはり抜けた場合には「玉ノ井池田」になるので、その境目がわからないとい

うか、それと特に玉ノ井は、新屋敷七ノ切何番地と非常に長いもので、私のように、生ま

れたときから玉ノ井に住んでいる者は余り苦になりませんけど、他の市町から見えた人は

非常に長いということを言われるので、この際、そういうのも変える機会ではないかなと
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思うのですけど、そういう地名というのは今までの長い歴史があるので、そう簡単には変

えられないものだとは思っておりますけど、この合併するについて、その長いものを短く

するという検討を中に入れていいのか悪いのかということも一度お聞きしたいのですが。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 大字と同時に小字も取ったらどうだというご意見でございますが、今、葛谷委員さんお

っしゃったように、地名と地名が何の緩衝材もなくくっついてしまいますので、例えば一

宮市の例でいきますと、大字春明字西張渕というところがありますが、「春明西張渕」と

なってしまいますので、それがいけないかと言われれば、それでもいいのかなという気も

するのですが、先進合併事例を見ますと、字を取ったところは途中に「町」というのを入

れているわけですね。 

 やはりその大字と小字を結びつけるものがないものですから、何かのその地名を区分す

る文字を入れてやっていきたいという考えだと思いますが、今の例でいえば「春明町西張

渕」ということになるのでしょうが、これはまだ、詳細に調べておりませんが、字を取り

ますと、一宮市の場合は住居表示したところ以外、全部ついておりますので、木曽川町さ

んもそうかもしれませんが、莫大な費用がかかってまいることは想像にかたくないという

ことがあります。 

 字を取ることによって１文字分少なくなるから、書くのにも楽だということもあるかも

しれませんが、言ってみれば１文字でございますので、できますれば、字は今のような理

由をもちまして、そのまま残させていただく方が望ましいかなと考えております。 

○梶田 信三委員長 

 葛谷委員さんおっしゃるとおりで、私のところも字がついておりまして、非常に長った

らしい名前なのですが、実際、一宮市の中でも、字がついておるものの、手紙なり郵便物

なんか、字を抜かして出しても着きます。私は葛谷委員さんのその意見に賛成ですけれど

も、それは今度の協議のところでどういうふうになりますか、調整させていただきたいと

思います。 

 他にご意見ございませんか。 

         （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○梶田 信三委員長 

 はい、わかりました。他にご意見もないようでございますので、これにつきましても、

お持ち帰りをいただきまして、次回の委員会でご協議をいただくということでお願いいた

します。 

 続きまして、協議総文第12号、協定項目22、消防団の取扱いについてご説明をお願いし

ます。 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 
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 10ページをお願い申し上げます。 

 協議総文第12号、消防団の取扱いについて、協定項目第22号でございます。 

 調整方針。（１）消防団の組織体制については、現行の組織体制を基本に合併時に連合

団とするが、その後調整するものとする。 

 （２）消防団員の階級及び報酬等については、当面現行のとおりとし、２年以内に調整

するものとする。 

 （３）消防団の活性化推進事業等への補助金については、１分団当たり10万円とし、一

宮市の家族研修会は廃止するものとする。 

 （４）消防団の出動態勢については、合併後一定期間内に調整するものとする。 

 （５）消防車両、分団庁舎については現行の車両・庁舎を活用するものとする。 

 （６）市町の消防団操法大会は、合併時に廃止するものとする。 

 恐れ入ります、附属資料、消防団の取扱いをお願い申し上げます。 

 １ページでございます。 

 １の組織体制でございます。一宮市においては16分団、尾西市においては７分団、木曽

川町においては６分団ございます。調整方針でございますが、合併時に連合団とする。要

は、その２市１町それぞれの分団を残しつつ、それを束ねるような連合団をつくりたいと。

それで、その後、その各分団の統廃合については検討してまいりたいといったことでござ

いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、２の階級及び報酬でございます。これもご覧いただいたとおり相当の乖離がござ

います。これはやはり常備消防の充実度によって違ってきているのかなと思いますけれど

も、当面現行のとおりとさせていただきまして、２年以内にそれぞれ消防団と調整をとり

ながら金額の調整を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 次に、２ページでございますが、４の退職報奨金でございます。これは２市１町同様で

ございますので、現行のとおりとさせていただきます。 

 次に、５の消防団補助金等でございます。これも上段と下段に分かれておりますが、一

宮市の下段は、消防団家族の研修会ということで、家族の慰安のための懇談会等のための

研修会の補助金でございます。上段におきましては、一宮市が消防団の活性化に関するこ

とといったことで、訓練とか研修のための費用に用いる補助金として出させていただいて

おりますが、尾西市、木曽川町においては、性格といたしましては、福利厚生目的の補助

金として出されていると。助成金、負担金という名称でございますが、出されているとい

うことでございます。それで、結論から申し上げますと、調整方針を見ていただきますと、

１分団当たり10万円とし、一宮市の家族研修会は廃止するということでございまして、２

市１町の実施している補助金及び一宮市の実施している家族研修会の経費の総和を、この

計算式によりまして分団単位の助成金、運営費として支給させていただこうというもので

ございます。 

 続きまして、３ページでございますが、出動態勢でございます。一宮市の場合は、第１
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次から第３次まで、その火災の程度に応じてそれぞれ出動態勢が決まっています。尾西市、

木曽川町については、全分団出動といったことでございまして、これについては新市にお

いて一定期間内に調整をさせていただこうということでございます。 

 次に、７の消防車両等でございますが、これは見ていただいたとおり、16台、７台、３

台、あと16分団すべてが庁舎を保有している一宮市、それから尾西市においても７分団す

べて庁舎（車庫）を保有しています。木曽川町においては３分団のみが庁舎（車庫）を保

有しているということでございまして、現行の車両、庁舎を活用してまいりたいというこ

とでございます。 

 次に、８の消防団操法大会でございます。先ほど申しましたように、市大会等について

は廃止し、県大会については持ち回りで出場するということの調整がなされております。

これは、市大会においては、消防団でございますので、普通は、昼間はお仕事を持ってみ

える方が帰られて、夜その操法大会のために練習なさると。これはかなり負担が大きいも

のがあるということでございまして、この負担の大きさから、また逆に団員の確保が難し

い、あれがあるから嫌だといった声も聞かれるところでありまして、この際、その市の操

法大会は廃止させていただこうということでございます。ただし、県大会については、こ

のとおり持ち回りで、これについては出場してまいりたいということでございますので、

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対しまして、何かご質問等がございましたらお願いいたします。 

 特にないようでございますので、この議題につきましてもお持ち帰りをいただき、次回

の委員会でご協議をいただくということでお願いしたいと思います。 

 それでは次に、協議総文第13号の協定項目23－２の姉妹都市、国際交流事業について、

事務局、ご説明をお願いします。どうぞ。 

○伊神 正文事務局課長 

 11ページをお願い申し上げます。 

 協議総文第13号、姉妹都市、国際交流事業について、協定項目第23－２号。調整方針、

読ませていただきます。 

 （１）萩原町及び馬瀬村との交流事業は、合併時にいったん廃止するものとする。 

 （２）一豊公＆千代様サミットについては、新市においても引き継ぐものとする。 

 （３）飛騨・木曽川・伊勢湾連携交流事業については廃止するものとする。 

 （４）中学生の海外派遣事業については、新市において速やかに調整するものとする。 

 （５）一宮市及び尾西市国際交流協会については、合併後一定期間内に組織・事業の統

合を図るものとするとさせていただいておりまして、協議附属資料、姉妹都市、国際交流

事業の方をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 はねていただきまして、１ページでございます。 
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 姉妹都市交流事業、木曽川町の方で益田郡萩原町と姉妹都市提携をやっておみえになり

ます。調整方針を見ていただくとおり、交流先でもある萩原町も合併協議中であり、合併

時にいったん事業を廃止すると。再開については、括弧書きでございますが、新市におい

て検討をさせていただこうというものでございます。これは、後から２番目に言います馬

瀬村ともそうでございますが、相手先の方も了解を得ている事項でございます。 

 尾西市も、今のように馬瀬村と交流しておみえになりますが、これも、先ほどの木曽川

町の萩原町と同様、合併協議中でありますので、いったん事業を廃止させていただきたい

ということでございます。 

 次に、一豊公と千代様サミットにつきましては、木曽川町の事業を引き継ぐものとする

ということで、新市においても引き続き行っていきたいというものでございます。 

 次に、２ページでございます。 

 ４の飛騨・木曽川・伊勢湾連携交流事業でございますが、主な内容といたしましては、

木曽川でＥボートの交流会というのがあります。今年も犬山で開かれたようでございます

が、これだけが事業としては主なものということでございます。これの調整方針は、合併

時に事業を廃止させていただきたいということでございますが、これにつきましては、合

併後、新市が木曽川に18キロ余の距離が面するといったことでございまして、木曽川との

関連はかなり深いものがあります。よって、37万都市にふさわしい木曽川を介した交流事

業を、新たに新市においてまた考えてまいりたいという担当の考えでございます。 

 続きまして、５の中学生海外派遣事業でございます。これは、一宮市において中国へ７

泊８日で派遣している、それから、尾西市においては、毎年８月にニュージーランドにや

はり７泊８日で派遣してみえるということでございまして、これにつきましては、調整方

針見ていただきますと、新市において速やかに調整するとさせていただいております。 

 これの主な理由を申し上げます。尾西市の325万2,000円経費がかかっておりますが、こ

のうち250万円は墨国際交流基金という基金を利用して費用が捻出されております。この

いわゆる墨さんという方の志で実施されているわけでございますが、この交流基金の趣旨

といたしまして、尾西市の生徒に見聞を広めるためにということで基金が出されておりま

すので、これを合併したからといって、軽々に本人さんのご意思を確認せずに一宮市、尾

西市に、木曽川町に広げることについては、少しやはり慎重に取り扱わなければならない

だろうということでございまして、合併後に、墨さんのご意見を拝聴して、またそのご意

見、ご意思に沿った形で、新市において新たな派遣事業を展開してまいりたいということ

でございますので、速やかに調整という表現をさせていただいております。 

 はねていただきまして、３ページでございます。 

 国際交流協会、一宮市には一宮市国際交流協会、平成３年に設立になっております。尾

西市においては、尾西市国際交流協会が平成６年に設立となっております。それぞれの市

において、主な交流事業といたしまして数々の事業を行っておみえになります。一宮市の

主な原資といたしましては、基金が１億9,600万円ございます、微々たる金額でございま

すが、これと市からの補助金をもちまして事業を運営していると。尾西市におきましては
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会費制をとっておりまして、会員の方の会費をもって運営しているといったことでござい

ます。これもそれぞれの原資、あるいは事業の内容が違いますので、合併後、一定期間内、

少々お時間を頂戴して統合を図ってまいりたいというものでございますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明で何かご意見がございましたらお願いいたします。 

 はい、川井委員。 

○川井 勇副委員長 

 １点だけお聞かせください。５番目の中学生海外派遣事業の一環でございますが、大変

尾西市さんにはご奇特なお方がおみえになるということですが、この方は墨様といっても

我々わかりませんが、これはご奇特な方でございますので、ご氏名、屋号ぐらいはお聞か

せ願えればありがたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○梶田 信三委員長 

 はい、どうぞ。 

○近藤 重幸事務局次長         

 尾西市の企画部長の近藤でございますが、今、ご質問いただきました墨さんというのは、   

艶金興業の会長さん、墨明さん。その方のご寄附によって行われております。 

○川井 勇副委員長 

 わかりました。だからこの質問は、お持ち帰りで出ると思いますので。ありがとうござ

いました。 

○梶田 信三委員長 

 ほかにございませんでしょうか。 

 ほかになければ、このことについてもお持ち帰りをいただきまして、次回の委員会でご

協議をいただくということでお願いしたいと思います。 

 続きまして、協議総文第14号、協定項目23－７、交通関係事業について、事務局、ご説

明をお願いします。事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 12ページをお願い申し上げます。 

 協議総文第14号、交通関係事業について、協定項目第23－７号。 

 調整方針でございます。（１）循環バスについては当面現行のとおり継続し、新市にお

いて一定期間内に調整するものとする。 

 （２）交通安全教室については、一宮市・尾西市の制度を適用するものとする。また、

交通指導員は一宮市の制度に合わせるものとし、尾西市の交通指導員は合併後一定期間内

に廃止するものとする。 

 （３）尾西市防犯交通協会については、合併時に廃止するものとする。 
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 （４）交通安全組織育成補助及び防犯活動支援については、一宮市の制度を適用するも

のとする。 

 （５）交通災害見舞金については、一宮市・尾西市の制度を適用する。 

 恐れ入ります、協議附属資料、交通関係事業をお願い申し上げます。 

 １ページでございますが、１の市内循環、公共施設巡回バスでございます。これは、一

宮市と尾西市において行われている事業でございまして、一宮市においては「ｉ－バス」

と称しておりますが、左右両回りの２コースを運行いたしております。運行日といたしま

しては、年末年始を除く毎日、午前８時30分から午後６時20分、コースとしましては各コ

ース10便、運賃は１乗車100円でございます。 

 尾西市においては見直しをされたようでございまして、東・西・南ということで３コー

ス、運行日は月曜日から金曜日、時間が午前８時から午後５時18分、各コース９便で運賃

は無料といったことでございます。木曽川町においてはありません。これについても、な

かなか事前の調整が難しく、当面現行のとおり継続させていただきまして、一定期間内に

調整をし、また新たな制度として運営していきたいといったことでございます。 

 次に、２の交通安全教育でございます。一番上の交通安全教室でございますが、これは

概ね２市１町同じような事業を実施されておみえになると。しかしながら、ちょっと違う

のは、木曽川町は、警察主導でおやりになっておみえになりますが、一宮市、尾西市にお

いては、市職員と警察で合同で対応しているといったことをもちまして、交通安全教室は

一宮市、尾西市の制度を適用するといったことでございますが、内容はほぼ一緒でござい

ます。 

 次に、交通指導員でございますが、一宮市は交通指導員４人を警備会社に委託して活動

を行っております。尾西市においては交通安全指導員７人を雇用しておみえになりまして、

登下校の交通指導を実施しております。調整方針見ていただきますと、一宮市の制度に合

わせるということで、尾西市の交通安全指導員は、合併後一定期間内に廃止をさせていた

だきたいということでございまして、一宮市のアスタリスクを見ていただきますと、小学

生の交通安全の確保については、登校時にＰＴＡが対応ということになっておりまして、

尾西市の指導員７名がおやりになってみえることについては、今後徐々にＰＴＡで対応し

ていただくといった方向で調整がなされております。 

 次に、３のカンガルークラブでございますが、これも同様な施策がございまして、合併

時に統合していきたいといったことでございます。 

 次に、３の防犯交通協会でございますが、尾西市に防犯交通協会というものがございま

す。これは、ご覧いただいたとおり、尾西市のみある組織でございまして、その後に出て

きます交通安全の組織育成とか防犯活動支援といったところに深くかかわっている団体で

ございます。逆に言いますと、一宮市、木曽川町は、こういった協会を経ずに直営で実施

をしているといったことになってまいります。もしこの尾西市の防犯交通協会を合併後に

残すとなれば、一宮市も、木曽川町にも広げることになってまいりまして、合併後の活動

を考えた場合に、ちょっと支障が出てくるのではなかろうかといった懸念もありまして、
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合併時にこの尾西市の防犯交通協会は解散をさせていただきたいということでございます。 

 はねていただきまして、３ページでございます。 

 ４の交通安全組織育成でございます。一宮市の欄を見ていただきますと、市内16連区の

地域交通安全会というのがございまして、ここに１団体当たりいろいろ補助をしておりま

す。補助の内容といたしましては、カーブミラーの清掃とか、交通安全パレードとか、啓

発の看板を設置したりといったような事業を行っていただいております。 

 尾西市においては、先ほど申しました防犯交通協会から地区の防犯交通委員会へ補助が

おりているといったことで、これが14年度実績で134万7,000円でございます。先ほど言い

ましたように一宮市のような活動をされていたり、あるいはカーブミラーの補助等をやっ

ておみえになります。 

 それから、木曽川町においても、運営費といたしまして52万8,000円、それと、木曽川

町においては、下の防犯交通安全等の活動とも絡んでおりますので、なかなか切り離して

は考えにくいのでございますが、木曽川町においても同様の事業を、補助をいただいてや

っておみえになりますが、 終的な調整方針を見ていただきますと、一宮市の制度を適用

するものとするが、連区と区の調整が図られるまでの間は、これは前回コミュニティのと

ころで申し上げましたように、一宮市に連区があり、尾西市、木曽川町に区があって、こ

の町内会の統合というのもなかなか難しいといったことをご説明いたしましたが、これら

の調整が整うまでの間は、一宮市の制度を基本としつつ、尾西市、木曽川町の区の規模に

見合った補助額となるよう、調整を図るものとするとさせていただいておりまして、なか

なかわかりにくい表現かもしれませんが、一宮市のその対象の補助内容と遜色ないものを

尾西市、木曽川町の方にも広げていきたいといったふうにご理解を賜りたいと存じます。 

 ５の防犯活動支援でございます。一宮市の場合、一宮市防犯協会への負担金といたしま

して228万1,000円が出されており、そこから市内の16支部に交付金が106万2,000円交付さ

れているといったことでございまして、主な活動内容といたしましては、防犯啓発看板で

防犯意識を啓発したり、防犯協会連合会等と連携し啓発活動を実施しているといったこと

でございます。 

 事業内容といたしましては、尾西市、木曽川町と同じような内容でございますが、尾西

市の14年度実績を見ていただきますと134万7,000円ということで、この上の段の交通安全

組織育成のところと一緒の金額でございます。再掲という意味でございますが、その交通

安全と、それから防犯活動が一緒にやられているとご理解をいただきたいと思います。 

尾西市や木曽川町においても同じようなことでございまして、上の金額が再掲で書か

れております。この交通安全と防犯を一緒にやっておみえになりますということでござい

ます。 

 これも、先ほどの交通安全の組織育成と同様、一宮市の制度を適用させていただいて、

連区と区の調整が図られるまでは、一宮市の制度を基本としつつ、尾西市、木曽川町の方

にも補助額が出るよう、調整を図ってまいりたいといったことでございますので、よろし

くお願い申し上げます。 
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 続きまして、４ページでございますが、６の交通災害見舞金でございます。これは、一

宮市、尾西市とも同じ制度でございまして、住民の方から掛金は払っていただいておりま

せんが、死亡15万円、障害３万円の見舞金が出る制度でございます。それで、木曽川町に

おいては、尾張市町交通災害共済組合というところに加入しておみえになりまして、掛金

を払っていただく必要はございますが、見舞金として、死亡150万円といったことで、か

なりの高額の見舞金が出る制度でございます。しかしながら、合併後にこの尾張市町交通

災害共済組合に新しい市として加入する場合、ざっと１億円の加入費用が必要となってく

るといったことでございまして、これはなかなか難しいことかなといったことでございま

して、調整方針を見ていただきますならば、一宮市、尾西市の制度を適用するといったこ

とで、今の一宮市、尾西市が行っている制度を木曽川町にも広げてまいりたいと考えてお

ります。木曽川町は同時に共済組合から脱退といったことになってまいります。 

 ５ページには、それぞれの一宮市、尾西市のｉ－パス・巡回バスのコースをつけさせて

いただいております。後ほど見ていただければと思います。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対しまして、何かご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

 はい、どうぞ。 

○青木 隆子委員 

 すみません、２番の交通安全教室の、その中のまた２番、交通指導員、一宮市が交通指

導員４人を委託、尾西市が交通安全指導員７人を市内小学校に配備とありますけども、こ

の一番下の欄、小学生の交通安全の確保については、登校時にＰＴＡが対応というのは、

尾西市でも小学校はＰＴＡの方が立っています。それで、もしこれが７人の交通安全指導

員、こちらの一宮市の交通指導員４人という方とは、少し比較するのは内容が違うと思う

のですけれども、一宮市さんの制度に合わせるとしたら、尾西地区には、その一宮市が４

人であれば、尾西地区、木曽川地区には何人ぐらいが充てられるのか、お聞きしたいです。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○小池 菊治一宮市企画部地域ふれあい課長         

 一宮市の地域ふれあい課の小池と申します。 

 ただいまのご質問でございますが、現在の私どもの交通指導員４人でございますが、主

な仕事、例えば、小学校へ出向きまして、交通安全教室を警察の方と一緒に出向きまして

やるとか、そういうことでございます。あるいは、何かの行事、市民会館で例えば、行事

がございましたときに、要請を受けて交通警備に当たるとか、そういうようなことが主な

業務でございます。 

 ですから、仮に新市が発足しまして、こういった交通指導員でやっていくということに

なりますと、人数的にはこの４人を若干増やすということは出てくるかもしれませんが、
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特に尾西市に何名を派遣するとか、木曽川町に何名を派遣するとかいうことではございま

せんので、その辺をご理解賜りたいと思います。尾西市の小学校の例えば交通安全に出向

いていくとか、あるいは木曽川町の小学校の交通安全教室に出向いていくとか、そういう

ことになろうかと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 今のお話聞きますと、尾西市は市の小学校の登下校の交通の指導という、交通安全、こ

こも表現が違いますが、交通安全指導員さん７校ということですから、それぞれの小学校

へ配置をして、いろいろとそういう指導なんかおやりになっているようですが、若干一宮

市の現況と違うような気がしますが、そのやり方について、これからどういうふうに調整

をされるのか。今の一宮市の指導員４人については、これは当然新市になればもっと増や

さなければいけないということでしょうけれども、ほかに。はい、どうぞ。 

○友定 良枝委員 

 すみません、４ページの６番の交通災害見舞金、それで、一宮市や尾西市の場合、交通

災害見舞金は市から出ているのかということと、それと、例えば新しい市で加入すると１

億円も共済組合にかかると聞いたのですけど、これは長い目で見たら、もちろん交通事故

なんて起こらない方がいいのですけど、住民にとってはどっちがいいのかということもお

聞きしたいのですけど。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 その実績で、一宮市の場合、死亡15、障害28で309万円出ております。これは、行政の

方から出ている金額でございます。それで、１億円かかっても木曽川町が入ってみえる尾

張市町交通災害共済組合に入ったら、長い目で見たらどうだということでございますが、

なかなか１億円という金は、そうそう右から左へというわけにはまいらないと考えており

ます。 

 それで、150万円という死亡の見舞金ございますけども、掛金がやはり各個人ございま

すので、これは一長一短あり、さてどうだと言われてもなかなか判断はつきづらいという

ことだと思いますけれども、私ども考えますのは、言い方は乱暴かもしれませんけど、個

人の安全、生命は個人で守るというのが大原則だと考えております。ですから、その行政

である程度、15万円程度でございますが死亡の見舞金を出すことは、プラスアルファだと

いうふうな考え方が常套ではなかろうかなと考えております。 

○梶田 信三委員長 

 すみません、ちょっと委員長からもお聞きしますけど、この木曽川町で町民の方が掛金

をお支払いになっているということですけども、これは全員加入されているんですかね、

町民の皆さんは。 

 はい、どうぞ。 
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○木村 武博事務局次長         

 木曽川町の総務部長の木村でございますが、15年度の加入率でございますが、私ども人

口３万2,188人でございます。そこで、入っておりますのが１万347名、言いかえますと

32.1％でございます。約３割の方が加入されておると。もちろんこれ本人からお金をもら

いまして、例えば老齢者とか低年齢の方は町が補助しておりますが、住民からお金をもら

って、そして掛けると、こういうことですので、どんどん会員はちょっと減っております。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 ちなみに掛金は幾らですか。 

○木村 武博事務局次長         

 500円でございます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、ありがとうございました。２市は全員、どなたが交通事故に遭われてもお支払い

はできると。市の方からということですから、こちらの方は加入されていますから、保障

は厚いけれども掛金が要るということですね。そういうご説明でございました。よろしい

でしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○服部 豊委員 

 個人の安全は個人で守るというようなことを言われたのですけども、そのことと、この

交通事故に遭った場合の見舞金とは関係ないですね。遭ってしまった場合の措置でありま

すのでね。 

 私がお尋ねしたかったのは、一宮市では防犯協会があるようですけれども、これ、どう

なっていますか。このことについてはどこで出てくるのでしょうか。 

○梶田 信三委員長 

 これは５番のところの一宮市の防犯協会というところで出てくると思いますが、事務局、

いかがですか。 

○小池 菊治一宮市企画部地域ふれあい課長         

 再度お答えさせていただきます。３ページの５番の項目の防犯活動支援というところで、

一宮市防犯協会というのが出てまいります。市からは協会への負担金といたしまして、14

年度実績で220万余ということでございます。協会の方から、市内に16支部というふうに

ございますが、いわゆる連区というものが16ございまして、各連区が一宮市防犯協会の

何々支部ということで、大和連区というところでございましたら大和支部という位置づけ

になっております。そこで、各連区におきまして地区の防犯活動に従事していただくとい

うことで、そちらの方に支援をさせていただいておる状況でございます。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 よろしいでしょうか。 
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 はい。 

○服部 豊委員 

 すみません、尾西市では防犯交通協会というのがあるわけですけども、これは合併時に

解散すると。それはいいとして、一宮市には防犯協会があると。この防犯協会が新しい市

のすべてをエリアとして活動を行っていくということになるんでしょうけれども、この調

整方針見ますと、連区と区の調整、これは尾西市や木曽川町の区ということだと思います

けれども、これはどうなるのか。それで、防犯協会そのものはどうなっていくのかという

ことについては、ここには出ていないのですよね、防犯協会への負担金というのが出てお

るだけであって。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 ２ページの尾西市の防犯交通協会の廃止をここで上げさせていただきましたのは、先ほ

ど説明しましたような交通安全組織育成、あるいは防犯活動支援のところで、この廃止の

ことを説明していかないと、なかなか後の説明がしづらいかなといったことで説明をさせ

ていただきました。それで、一宮市防犯協会につきましては、この全体の調整項目の中で

「公共的団体等の取扱い」という項目がございます。これは年明け、次か次ぐらいのとこ

ろで出させていただく予定にしておりますが、そこのところで防犯協会の取り扱いについ

ては説明申し上げたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○梶田 信三委員長 

 よろしいでしょうか。 

 ほかに何かございませんか。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○梶田 信三委員長 

 ないようでございますので、この事柄につきましてもお持ち帰りをいただき、次回の委

員会でご協議をいただくということでお願いしたいと思います。 

 続きまして、協議総文第15号、協定項目23－25の学校教育事業（その１）について説明

をお願いします。 

 事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 13ページをお願い申し上げます。 

 協議総文第15号、学校教育事業について（その１）、協定項目第23－25号。調整方針を

読ませていただきます。 

 （１）就学援助費のうち、準要保護世帯の給食費負担については、尾西市・木曽川町の

制度に合わせるものとする。 

 （２）日本体育・学校健康センター災害共済については、一宮市の制度に合わせるもの

とする。 
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 （３）英語教育推進事業、各種大会事業については、合併後一定期間内に調整するもの

とする。 

 （４）学校給食事業については、当面現行のとおりとし、一定期間内に食材の一括購入

に向けて調整を図るものとするとさせていただいておりまして、附属資料、学校教育事業

（その１）をお願い申し上げたいと思います。 

 １ページでございますが、就学援助費でございます。まず、一宮市の欄を見ていただき

ますと、対象といたしまして、要保護・準要保護児童及び生徒となっておりますが、要保

護というのは、いわゆる生活保護者世帯の子供さんとご理解いただきたいと思います。準

要保護児童については、生活保護までではないのですが、生活保護を停止された、あるい

は市民税の非課税世帯といったことで、生活保護を受けてみえる方に次ぐ生活困窮者とご

理解を賜りたいと思います。それで、これも一宮市の欄でございますが、①から、支給額

のところでございますが、⑥までございます。それで、①から④までは、要保護世帯を除

くとなっておりますところは、これは生活保護費の中に教育扶助を受けていると、金額が

入っているといったことで、要保護世帯は除かれているとご理解を賜りたいと存じます。 

 それで、この中で③の学校給食費を見ていただきたいと思います。一宮市の場合は、小

学、中学とも毎月給食費の５分の３を支給しているということでございますが、逆に言え

ば５分の２は自己負担ということでございます。尾西市、木曽川町においては、この学校

給食費、準要保護世帯の学校給食費は、小学校、中学校すべて全額公費負担でございます。

これにつきましては、尾西市、木曽川町に合わせ、全額行政の方の負担とさせていただこ

うということで調整が整っております。 

 あと、例えば４の校外活動費におきますと、一宮市、尾西市は一緒でございますが、木

曽川町においては宿泊を伴うものの欄がございません。これは、宿泊を伴うものについて

は町が全額負担しているとお読み取りいただきたいと思います。それは、２ページの修学

旅行費についても同様でございます。一宮市、尾西市は限度額２万600円、５万5,900円と

ございますが、木曽川町においては全額公費負担でございます。それで、調整方針を見て

いただきますと、その他については、２市１町同一のものは現行のとおりとし、差異のあ

るものは一宮市、尾西市に合わせるといった調整がなされておりますので、今の校外活動

費、修学旅行費においても、木曽川町の住民の方には一宮市、尾西市に合わせていただく

といったことになってまいります。 

 次に、２の日本体育・学校健康センター災害共済事業でございます。これは何かという

と、体育のときに子供さんがけがをされた場合、治療費がかかります。その給付を行うと

いったものでございまして、5,000円以上の負傷及び疾病に対して助成が出るといったも

のでございます。制度は２市１町同じでございます。ただ、一般児童の負担が尾西市、木

曽川町については全額これについては公費負担、一宮市においては、875円のうち、これ

は年間でございますが、420円、保護者の負担をいただいているところであります。準要

保護、要保護については、これは全額公費負担でございます。 

 それで、調整方針を見ていただきますと、一般世帯の児童生徒については一部保護者負
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担とするということで調整がなされております。先ほど給食のところで調整方針を述べさ

せていただいたように、やはり弱者の方には手厚い方に調整をさせていただいております

が、この日本体育・学校健康センターの災害共済事業につきましては、一般の方でありま

すので、一部の自己負担は出していただいても構わないのではないかといったことで、一

宮市の制度に合わせるといった調整がなされております。 

 次に、３の英語教育推進事業でございますが、小学校の英会話、あるいは英語指導助手

につきましては、それぞれ一宮市が指導員６名、指導助手６名、あるいは尾西市、指導員

３名、指導助手３名、木曽川町においては指導助手２名といったことで、それぞれ人材派

遣会社から委託で派遣されて、英語の指導助手、指導に当たっています。これにつきまし

ては、２市１町それぞれ人数、学年等乖離がございますので、合併後、一定期間内に調整

をさせていただくといった調整方針とさせていただいております。 

 はねていただきまして、３ページでございます。 

 項目４番、各種大会等運営事務事業でございますが、一宮市においては小学校合唱祭、

４年生から６年生でやっている合唱祭、それと中学生でディベート大会というのが行われ

ております。尾西市においては市民音楽祭へ参加する、あるいは模擬市議会というのが実

施されておりますが、木曽川町はやられていないようでございます。これも合併後、一定

期間内に調整するといったことで、しばらくお時間をいただいて、調整をさせていただき

たいというものでございます。 

 次に、５の学校給食事業でございます。これは大きな差がございまして、一宮市におい

ては、南部学校給食共同調理場、あるいは北部ということで、２場で集中方式でここで給

食をつくり、各校に配布しているといったことでございます。尾西市、木曽川町において

は、各校において自校方式で学校内で給食をつくっておみえになりますといったことでご

ざいます。 

 方式につきましては、これは一長一短あって、どれがいいといったこともなかなか一概

には言えないのでありまして、しかしながら、これを合併後、速やかにどちらかの方法に

統一するということはなかなか難しいことでありまして、一宮市の学校にすべからく校内

に調理場をつくることも難しいのでありますし、尾西市、木曽川町を対象とする共同調理

場を一つつくることもなかなかこれは大変困難なことであろうということでございまして、

この自校方式、中央方式については、合併後は当面現行のとおり、しばらくは実施させて

いただきたいということでございます。 

 なお、給食費の負担額、ご父兄、保護者から負担いただく給食費についても、見ていた

だいたとおり、小学校でいえば一宮が192円、尾西市は230円、木曽川町は240円というこ

とで、これも乖離がございます。これについても、今の自校方式、中央方式ということを

とることによって、単価も若干違ってくるといったこともあります。それから、また、一

宮市の場合はやっぱり母体が大きいものですから、一括購入で安く仕入れているといった

ところもあるということでございます。 

 それで、今後においては、しばらくは今の自校方式、中央方式ということでありまして、
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給食費の差もやむなしといったことで、このままの差で続けさせていただきまして、特に

木曽川町さんのように規模の小さなところについては、町内の八百屋さんのようなところ

で購入されると、どうしてもやはり一括購入よりは単価が高くなってしまうといったこと

がありまして、一括購入をすることによって、今後、単価が下げられるだろうということ

でございます。この一括購入に向けて調整を図り、徐々に尾西市・木曽川町の給食の負担

額を下げていこうといったことでございます。その下げ幅については、今後のこの一括購

入の度合いによって変わってくるということでございますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対しまして、何かご質問等がございましたらどうぞ。 

 はい、どうぞ。 

○松村 真早美委員 

 ２ページの３番の英語教育推進事業のところなのですが、まだ詳しい調整がとれていな

いので、こういう表記になっていると思うので、現段階の流れとしてちょっとお聞きした

いのですけども、尾西市、木曽川町に関しては、小学校の方で大体１人の講師に対して２

校から３校ぐらいを受け持ってみえるのに対して、一宮市は５校強持ってみえるというこ

とと、中学校に関しては、尾西市、木曽川町は１名ずつ常駐がありますが、一宮市の方は

２校から３校ぐらいをかけ持ちしてみえるととったんですが、これは一宮市の方に合わせ

て常駐などを廃止していくということなのか、もう少し増員をしていただいて、常駐をつ

けていただけるという方向なのか、どっちの方に流れていくのか、現段階の状況を教えて

いただきたいと思います。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○中野 和雄学校教育副分科会長         

 一宮市の学校教育課長の中野でございます。 

 今の状況ということですが、それぞれ、小学校は指導員が６名、中学校の方も６名とい

うことで、それぞれ学校はできるだけ長い期間というふうで、要するに15週ですね、15週

にわたっていきます。ですから、２週間に１回ずつ各学校に回っております。中学校につ

いても同じような形をとっています。前は、例えば１カ月集中的に行って、次の学校にか

わっていくという、そういう形をとっていたのですが、やはり継続的に同じ学校に長くい

た方がいいだろうと、要するに例えば１カ月でいきますと、４週あるとしますと２週です

ね、そういう形で１年間いくという、そういう形でやっております。 

 それで、活動内容そのものにつきましては、小学校については、英語活動で英会話がで

きるという形で、遊びながら日常的なあいさつ等できるようにと、そういう形で活動をし

ております。中学校の方は、生の英語に接するという形で、同じように期間を長く使って



- 55 - 

やっております。そういうような形で一宮市の場合はやっております。 

○梶田 信三委員長 

 今のご質問は、一宮市の場合はそうですけども、尾西市さんと木曽川町に比べて少ない

のではないかと、中学校も、尾西市のような中学校ごとに常駐をしてみえて、学期ごとに

交代というようなことでやっておみえになるようですから、将来的にはそういうふうにな

るのかなというご意見だと思いますが、これはこれから調整ということですが、委員さん、

これは次回のまた協議のときに、その辺のご希望を出していただいて調整していただくと

いうことでどうでしょうか。 

○松村 真早美委員 

 はい。 

○梶田 信三委員長 

 はい、よろしくお願いします。 

 ほかにどうでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○服部 豊委員 

 ２点お尋ねしたいと思います。一つは就学援助の関係で、修学旅行費に差異があって、

木曽川町は実費支給になっておりますけれども、一宮市、尾西市が２万600円と５万5,900

円、実際には、この限度額を超えるというようなことはまずないと思っておりますけれど

も、そうでしょうか。 

○梶田 信三委員長 

 はい。 

○中野 和雄学校教育副分科会長         

 実際でいきますと、大体限度額内におさまるような状況でやっているわけですけれども、

確実に答えを今持っていませんのでわかりませんが、大体これが一応それぞれの基準とい

うような形、ここら辺が設定されていると思いますので。ちょっとどうであるかというの

は、今資料を持ち合わせていません。 

○梶田 信三委員長 

 はい、どうぞ。 

○服部 豊委員 

 はい、わかりました。 

 それと、もう一つ、次の日本体育・学校健康センターの災害共済事業ですね、掛金につ

いて、尾西市も木曽川町も全額公費負担になっておりますけれども、一宮市だけ一般の児

童、生徒の分は２分の１ずつという形なのですね。今これ一宮市の制度に合わせるという

ことですけれども、２市１町あって、２つのところが同じ方式をとって、１つだけが違う

方式で、しかも保護者負担があると。言ってみれば住民負担が重い方ですね、２つが軽い

方にしていて、１つが重い方で、どうして重い方に合わせるのですか、ちょっとお尋ねし

たいと思います。 
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○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 今までのこの事務事業のすり合わせの中で、すべてそうだったかということは記憶がご

ざいませんが、必ずしも、この３つの自治体の多数の方をとったといったことの調整はさ

れていないと思っています。数の高をもってこちらの方をとるといったことはされていな

いと。先ほど申しましたように、就学援助費のところの学校給食費の準要保護の世帯の方

の負担を一宮市の場合はご負担いただいていたのを、これを尾西市、木曽川町に合わせて

全額ということを申し上げました。いわゆるその生活弱者の方については行政としてバッ

クアップしていこうと。 

 しかしながら、一般の負担能力のあるご家庭の方については、それなりの受益者負担と

いうことでご負担をいただこうといったことの考え方をもちまして、この保護者負担420

円というのを２市１町に広げさせていただきたいという考え方でございます。このいわゆ

る生活弱者をということは、全部が全部必ずしもそうなっているかというと、これはそう

ではないかもしれませんが、考え方といたしましては、やはりその弱者の方について手厚

い体制をとっていこうというのが根底に流れている考え方でございます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、服部委員。 

○服部 豊委員 

 合併論議をする場合の原則的な問題で、私は前から申し上げているように、国の方も言

っていますよ、負担は軽い方に、給付は重い方にと、ところが、実際には100％そうはな

らないでしょう。それは私も承知しております。しかし、 大限そこに近づける努力をす

るというのは、これは当然のことだと思うのですね。 

 それで、今事務局の答弁としては、私全く納得できないのですけれども、かなり政治的

な思惑というのですかね、政策的思惑をもってすり合わせをしているわけですよ。それは

けしからんことだと思うのです。それぞれの現状を見ながら、どこに持っていくのが一番

いいのかというのを考えるのが事務局であって、政治的な思惑で一般の人は負担してもら

った方がいいというようなことを論議するなんてのはけしからんと言っておきたいと思う

のです。 

○梶田 信三委員長 

 服部委員、今回は提案でございますので、また、本格的な議論は次回によろしくお願い

したいと思います。 

 ほかにございませんですか。 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 今の服部委員さんのお言葉でございますが、私ども、確かにその合併の２市１町のすり

合わせをするときに、原則は、サービスは高い方に、負担は低い方にといったことで合併
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後の住民の方々に不公平感を感じていただかないような調整をすることが望ましいという

ことは、事務事業すり合わせのときの説明会で、各担当部署の方に周知したところであり

ます。しかしながら、それとはもう一方、合併というのは 大の行政改革という、効率性

を求めるところもあります。 

 ですから、先ほど申しましたように、負担すべきところは負担していただく、ご負担い

ただかないところは行政の方でバックアップするといった考え方でやっていかないと、す

べてサービスは高い方にといったことでは、今後の新市の行政が、財政運営が滞ってしま

うといったことでございますので、そこら辺のところのバランスは確かに難しいとは思い

ますけれども、すべからく住民の方のサービスを高い方にというのは、これは甚だ難しい

ことであると考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○梶田 信三委員長 

 本格的にはまた次回やりましょう。 

 ほかにございませんか。 

 どうぞ。 

○友定 良枝委員 

 今の話のちょっと続きなのですけど、では、次回までにこの420円を市で出した場合と、

保護者が負担した場合の教育費というのか、この予算についての、どんなぐらいかかって

大変だとか、これではやっていけないとか、そういう数字が知りたいと思いますので、お

願いします。 

○梶田 信三委員長 

 事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 ざっとでございますが、新しい調整方針をとらせていただきますと、340万円ほど行政

の負担が軽くなるといったことでございます。 

○梶田 信三委員長 

 事務局の説明は、公費負担分を尾西市と木曽川町にお願いをすると300何十万円ぐらい

軽くなるということですね。 

○伊神 正文事務局課長 

 行政の負担が軽くなると。 

○梶田 信三委員長 

 そういうことですね。 

 ほかにございませんか。 

         （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○梶田 信三委員長 

 では、ほかにはないようでございますので、このところにつきましても、お持ち帰りを

いただいて、次回の委員会でご協議をいただくということでお願いをいたしたいと思いま

す。 



- 58 - 

 続きまして、協議総文第16号、23－28、社会教育事業についてご説明をお願いします。 

 事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 14ページをお願い申し上げます。 

 協議総文第16号、社会教育事業について、協定項目第23－28号でございます。調整方針

を読ませていただきます。 

 社会教育関連事業については、それぞれの地域特性と経緯を踏まえながら、引き続き学

習機会の提供等に努めるものとする。 

 （１）生涯学習バス貸出事業については、現行のとおり継続するものとする。 

 （２）結婚相談事業については、合併時に廃止するものとする。 

 （３）体育協会及び体育指導委員については、合併後一定期間内に組織・事業を統合す

るものとし、体育行事については、統合・再編などの調整を行い、引き続きスポーツの振

興に努めるものとする。 

 恐れ入りますが、社会教育事業の附属資料の方をお願い申し上げます。 

 項目１番、生涯学習バスの貸し出しでございます。これは、一宮市において２台確保い

たしておりまして、社会教育関係団体、文化団体等に貸し出しを行っております。現行の

とおりとするとさせていただきまして、尾西市、木曽川町の住民の方にも使っていただけ

るということでございます。 

 次に、２の結婚相談業務の委託でございます。これは、一宮市と尾西市において結婚相

談業務というのを、それぞれの団体に委託して行っておりますが、これは合併時に事業を

廃止させていただこうということでございます。本来、行政がすべき事業かどうかという

ことに鑑み、あるいは民業の圧迫であろうといったことで、合併時に廃止をということで

調整がなされております。 

 次に、３の主な講座、事業でございますが、成人教育、これは一宮市のみでございます

ので、このままでございます。 

 女性教育については、一宮市の制度に合わせるということで調整がなされております。 

 次の３の家庭教育推進事業でございますが、これは一定期間内に調整するとなっており

ます。 

 ４の子育て支援ネットワーク充実事業、名称は違いますが、これもそうでございますが、

これらについては、ボランティア団体、いわゆる民間団体の兼ね合いがございまして、そ

のボランティア団体の方の意向もちょっと聞きながら調整してまいりたいということでご

ざいますので、一定期間ということでお時間を頂戴したいということでございます。 

 次に、５の生涯学習出前講座でございますが、これは一宮市と尾西市がやっております。

合併時に統合するということでございますので、メニュー等の調整を図りながら、新市に

おいても進めてまいりたいと考えております。 

 ６の生涯学習誌発行事業でございますが、尾西市と木曽川町においては広報の刷り込み

のみでやっておみえになりますが、一宮市の場合は、広報の印刷と別途、学習誌というの
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を発行いたしております。これは一宮市の制度に合わせるといったことで、この生涯学習

の学習誌というのは新市においても発行してまいりたいということでございます。 

 次に、７の成人式でございますが、それぞれ名称は違いますが、調整方針見ていただき

ますと、一宮市の制度に合わせるといったことで、一宮市においては、午前中に２回に分

けて成人式を開催し、午後の時間帯、出身の中学校に戻って新成人のつどいを開催すると

いった形態で行われております。この形態に合わせて、新市においては実施していくとい

ったことでございます。 

 青年文化教室は一宮市の制度に合わせるということでございます。 

 次に、９の相談活動事業、家庭教育相談事業でございますが、これは合併時に統合を図

ってまいりたいということでございます。 

 ４の博物館、美術館等でございますが、これは、それぞれ博物館、美術館、あるいは玉

堂記念展示室と２市１町で設けてございますが、現行のとおりそのまま使用させていただ

くということでございますが、尾西市の三岸節子記念美術館においては、減免規定、無料

扱い等がございませんので、これについては一宮市の博物館の減免規定等をそのまま適用

させていただきたいということでございます。 

 はねていただきまして、３ページでございますが、それぞれ市町で特別展、企画展を実

施しておりますが、これも現行のとおりとさせていただきます。次の博物館講座、美術館、

資料館講座についても同様でございます。 

 次に、５の図書館でございますが、図書、資料の貸し出しでございます。これについて

は、よく見ていただきますと、一宮市の場合１人10点以内で、カセットテープ、ＣＤは５

点以内、ビデオは２点以内といったことでございまして、郵送貸し出しも一宮市の場合や

っております。そういったことをもちまして、一宮市の貸出制度は住民の方にとって有利

であろうといったことをもちまして、一宮市の制度に合わせるとさせていただいておりま

す。 

 次に、図書、資料の返却でございますが、一宮市の豊島図書館においては、図書館以外

に地域文化広場、子ども文化広場、各出張所で返却可能といったことでございます。尾西

市、木曽川町よりも返却場所が広うございますので、一宮市の制度に合わせるといったこ

とで、こういった施設でも、新しい市において返却可能ということで対応してまいりたい

ということでございます。 

 次に、３の移動図書館事業でございますが、一宮市において移動図書館車というのがご

ざいます。これは市内36カ所を巡回しております。これも一宮市の制度に合わせるといっ

たことで、尾西市、木曽川町のエリアの方にも足を運びたいといったことでございます。 

 次に、４ページの体育事業でございますが、体育協会、それぞれの市町においてござい

ます。これも民間団体でございますので、合併時にというわけにはなかなかまいりません。

一定期間内に統合するということで、しばらくお時間を頂戴したいと考えております。 

 ２のスポーツ大会委託事業についても、これは体育協会の委託事業でございますので、

上と合わせ体育協会が統合するまでは現状どおりということで、一定期間内に調整を図っ
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てまいりたいということでございます。 

 ３の一宮市体育指導委員連絡協議会、または体育指導委員会という名称になっておりま

すが、これについても民間の組織でございます。一定期間内に統合を図ってまいりたいと

いうことでございます。 

 次に、４のタワーパークマラソン、あるいはシティーマラソン、ジョギング大会でござ

いますが、合併時に統合を図ってまいりたいということでございます。 

 ５の各種スポーツ教室でございますが、市町直営の教室は、スポーツ施設管理公社事業

に統合し、体育協会委託事業は一定期間内に調整するものとするということでございます

ので、直営につきましては、一宮市にありますスポーツ施設管理公社、こちらの方で統合

し、事業を推進してまいりたいということでございます。しかしながら、体育協会へ委託

する事業は、先ほどの体育協会の統合をもちまして、委託事業は一定期間に調整するもの

とするとさせていただいております。 

 次に、６の運動会でございますが、一宮市においては連区ごとに運動会を開催いたして

おります。尾西市におきましては、市内６地区に分けて、春３カ所、秋３カ所ということ

で年６回実施しておみえになります。木曽川町においては、10月の第１日曜日、１回開催

ということでございまして、これにつきましても、開催方法、開催回数、ばらばらでござ

います。しばらくお時間を頂戴して、一定期間内に調整をさせていただきたいというもの

でございます。 

 次に、５ページでございますが、尾西市、木曽川町におきまして、木曽川流域スポーツ

交流大会事業というのを行っておみえになります。木曽川町、尾西市が岐阜県の羽島市、

笠松町と共同して行ってみえる行事のようでございますが、合併時にはいったん事業を廃

止させていただいて、再開については新市において検討するものということでございます。

お隣の岐阜県の合併協議も進んでおりますので、その動向等を見守りながら考えていきた

いということでございます。 

 次に、木曽川町の８、体育委員制度でございますが、各町内から任期２年で選出し、町

長から委嘱してみえるといったことでございます。主な事業といたしましては、体育祭や

ジョギング大会の補助を行うといったことでございますが、合併時に制度を廃止するとさ

せていただいておりますが、体育祭は今のところ統合されるまでは続けられますので、体

育祭のお手伝いは今後も任意制度ということで、ご依頼申し上げて、お手伝いはお願いし

ていきたいと考えておるところでございますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、どうもお疲れさまでした。 

 ただいまの説明に対しまして、何かご質問等がございましたらお願いいたします。 

 はい、どうぞ。 

○友定 良枝委員 

 １番の生涯学習バス貸し出しなのですけど、現状、一宮市で２台なのですけど、私もこ
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れの予約をとったことあるのですが、今ですらちょっと予約とるのが、すごい確率が高い

んですけど、尾西市、木曽川町が、もし一緒にこの２台を奪い合うとしたら、もうちょっ

と台数を増やしていただかないと、ちょっと成り立っていかないのではないかなと思うの

ですけど、その点、教えてください。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局、どうぞ。 

○伊神 正文事務局課長 

 これについては、確かに利用が多くて、ご希望されてもなかなかご利用いただけない状

況であろうかと思います。ただし、これは早い者順とかいうことではなくて、一定期間区

切って抽選でやっておりますので、その意味では公平かなと思います。また、新市におい

てバスの台数を増やしてといった考えは今のところ持っておりませんので、現状のまま２

台でとりあえず行っていきたいということでございます。 

○梶田 信三委員長 

 はい、ほかにございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○松村 真早美委員 

 ２ページの一番上の段のところの小さい項目の４番の子育て支援の部分なのですが、母

体はこれ恐らく違うはずなのですが、具体的にどのレベルまでそのネットワークで会議を

されているのか、その内容を教えてください。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○浅野 靖昌社会教育分科会長         

 失礼いたします。一宮市の生涯学習課長の浅野と申します。 

 名前がそれぞれ、子育て支援ネットワーク充実事業、あるいは幼児期家庭教育事業の中

で子育てネット会議、それから、いきいき子育てグループづくり委託事業の中で子育て支

援ネットワーク会議というようなことで書かれておりますが、これはそもそも県の委託事

業ということで、各市町村でやりなさいと、こういうことでいただいておる事業で、それ

ぞれこういう名称で会議を持たさせていただいております。 

 それで、内容につきましては、子育てネットワーカーという方、このネットワーカーに

つきましては、県の養成事業が昨年度までございまして、それを受講された方がネットワ

ーカーとして、これからママさんになる方、あるいは赤ちゃん、生まれたばかりの子供さ

んを抱えたフレッシュママ、そういった方を広報等で一宮市の場合は募集させていただい

て、いわゆるフレッシュママ交流会とか、幼児期セミナーとか開催させてもらう中で、そ

うしたボランティアで子育てネットワーカーの方に入っていただいて、いろいろなことを、

子育てに関する相談やら指導やら、それから一緒に遊んだりと、こういうようなことを教

えていただくというようなことをさせていただいておりますが、この事業のもう一つの目

的といたしましては、そのいわゆる仲間づくりといいますか、そういった小さな子供さん
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を抱えたお母さん方が１人で孤立するのでなくて、こうした行政の設定した講座等に出席

されて、その場で仲間、いわゆるグループというようなものをつくって、その後いろいろ

自分たちの子育てに関することばかりでなくて、ネットワーカーの補助をするというよう

な立場に立って広がりを見せていくというようなこと、そういった内容の事業となってお

ります。 

○梶田 信三委員長 

 課長ね、今のその事業は、各、一宮市でも尾西市でも木曽川町でも、その事業内容は大

体同じことをやっているのですかというようなことをお聞きしたかったと。 

○浅野 靖昌社会教育分科会長         

 今、ご説明させていただきましたように、名称は違いますけれども、一言で言いますと、

今言ったような内容のことでやらせていただいております。 

○梶田 信三委員長 

 はい、どうぞ。 

○松村 真早美委員 

 木曽川町の場合は、これは行政の方が主体になるのです。多分、行政の方が皆さん入っ

てみえる会議になっているのですけども、一宮市と尾西市の方は、これ民間が主体という

ふうに私ちょっとお聞きしたのですが、それで間違いないのかということを確認したかっ

たんですが。 

○浅野 靖昌社会教育分科会長         

 一宮市、尾西市につきましては、ただいま民間と言われましたが、子育てネットワーカ

ーの意味で会議をさせていただきますが、それに合わせて行政の立場でも、社会教育指導

員が一宮市の場合おりますけども、それから、生涯学習係の担当が出向いて交流会等をさ

せていただいています。それで、木曽川町につきましては、その行政担当が主になって、

いわゆるネットワーカーの数が何名ということで、やられておろうかと思います。 

○梶田 信三委員長 

 要するに、一宮市と尾西市は、ボランティアの方に依頼している部分が多い、木曽川町

は町が主体的に取り組んでみえるということでしょう。 

もっと簡潔に、簡単に言ってください。そういうことだと思いますが。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○友定 良枝委員 

 ちょっと細かいことなのですけど、成人式についてお伺いしたいのですけど、これ一宮

市の制度に合わせるとなっていますけど、例えば、木曽川町さんは中学校が１校しかない

ですよね。そうすると、わざわざまた中学校の場所を変えてやるということなのでしょう

か。それと一宮は人数が多いものですから２回に分けて成人式となっているのですけど、

尾西市はその点どうなのでしょうか。それで、やっぱり15中学があると分かれる意味があ

るのですけど、そんなに数がないと、この点は一宮市方式が一番いいかどうかというのは
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ちょっとわからないのですけど、そこも教えてください。 

○梶田 信三委員長 

 はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 午前の部のいわゆる成人式の開催については、一宮市の市民会館を使って、尾西市、そ

れから木曽川町の成人の方も一宮市民会館の方に出ていただくということでございます。

それで、収容能力的にどうだということがございますが、担当の方で精査したところ、欠

席者、それから、どうしても市民会館におみえになっても施設内に入られない方もおみえ

になりますので、これは1,600人の収容能力がございますので、何とか午前２回の開催で

できるだろうということでございます。 

 それで、午後の各中学校に分かれてということは、これも改めてから２年ぐらいになり

ますでしょうか。なかなか成人式がわいわい騒いで、式典らしくないといったことで、本

来の成人式の出席者の目的は、中学校のやはり同窓会といった趣が強いといったことを配

慮いたしまして、午後の時間帯に出身の中学校に戻っていただいて、そこの屋内運動場で

行事をするといったふうに改めさせていただいているところであります。ですから、これ

についても、尾西市、木曽川町のそれぞれの中学校にお戻りいただいて、学校で親交を温

めていただくといったことで考えております。 

○梶田 信三委員長 

 よろしいでしょうか。 

 ほかにございませんか。 

 ほかにないようでございますので、このことにつきましてもお持ち帰りをいただきまし

て、次回の委員会でご協議をいただくということでお願いいたしたいと思います。 

 続きまして、協議総文第17号、協定項目。 

         （「委員長」と呼ぶ者あり） 

○梶田 信三委員長 

 はい。 

○服部 豊委員 

 もう５時30何分なので、この17、18は次回提案ということになりませんか。 

○梶田 信三委員長 

 事務局、どうですか。はい、事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 できれば、もうあと10分、20分頑張っていただいて行いたいと思います。 

○梶田 信三委員長 

 昨日の厚生小委員会は結構時間かかったみたいですね。 

 すみません、説明だけちょっと、お聞かせいただいて、お願いしたいと。どうぞ。 

○伊神 正文事務局課長 

 恐れ入ります。15ページ、協議総文第17号、使用料、手数料等の取扱いについて、協定
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項目第15号でございます。調整方針を読ませていただきます。 

 （１）使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、同一または類似す

る施設の使用料については、施設の規模、実態等を考慮し調整を図るものとする。 

 （２）手数料については、住民負担の公平性を図るため合併時に統一するとさせていた

だいております。 

 協議附属資料、15、使用料、手数料等の取扱いをお願い申し上げます。 

 一番上の敷地内電柱等公共施設についてでございますが、これも若干差異がございます

が、一宮市の使用料単価で統一するとさせていただいております。 

 次に、学校施設の使用料でございます。これは大きな乖離がございまして、木曽川町は

かなり高い金額を取っておみえになります。これは、合併時に一宮市の制度、料金に統一

するといったことで、例えば一宮市の屋内運動場１時間240円といった単価にさせていた

だこうということでございます。 

 ただし、尾西市、木曽川町の土曜日午前の貸し出しについては一定期間内に調整すると

いったことが書かれておりますが、これはどういうことかといいますと、学校週５日制が

施行されたことに伴い、土曜日の午前中については子供さんたちに開放しようといったこ

とで、一宮市の場合は土曜日の貸し出しについては実施いたしておりませんでした。とこ

ろが、尾西市、木曽川町については貸し出ししておみえでありまして、既にもう使ってお

みえになる団体もございます。よって、これについては、今すぐ土曜日だめだよというわ

けにもまいりませんので、一定期間内に調整をさせていただきたいということでございま

す。 

 次の２ページの照明施設使用料、屋内運動場等でございますが、合併時に一宮市に料金

を統一し、減免規定については新市において一定期間内に調整するとさせていただいてお

ります。一宮市の料金を使っていくわけでございますが、木曽川町の欄の下のところに、

社会体育団体が使用する場合、半額の減免措置ありといったことが書かれております。こ

の規定はもちろん一宮市、尾西市にはございませんので、この規定をどうするのかという

ことについては、合併後調整を図らせていただきたいということでございます。 

 そのほか、この減免規定については、このただし書きがついておりますので、あとの説

明については省略をさせていただきます。 

 次に、スポーツ施設使用料でございますが、原則として現行どおりとすると。ただし、

木曽川町の総合福祉体育館の時間区分については、午前９時から13時、夜間17時から21時

とし、冷暖房の使用料については、新市において一定期間内に見直すものとするとさせて

いただいております。 

 ちょっと飛びますが、４ページでございます。 

 スポーツ施設の使用料でございますが、一宮市の使用料及び尾西市、木曽川町の照明施

設使用料については現行どおり、照明を使う場合はこのままの料金でいきますといったこ

とでございます。ただし、尾西市、木曽川町の運動場（グラウンド）、テニスコート使用

料については無料とするということでございますので、例えば、そのページの木曽川町民
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運動場、あるいはサブグランドといったところは無料扱いと今後はなってまいります。た

だし、照明使用料についてはいただくといったことでご理解を賜りたいと存じます。これ

が５ページ、６ページの上段までそうでございます。 

 それから、６ページでございますが、一宮市の光明寺公園球技場については現行のとお

りとするということでございます。 

 ７ページをお願い申し上げます。 

 プールでございますが、一宮市に温水プールと稲荷公園夜間プール、あるいは尾西市に

市民プールがございます。この料金については現行のとおりとするということでございま

す。ただし、稲荷公園夜間プールの夜間営業及び尾西市民プールの夜間利用については廃

止をさせていただこうということでございます。これはなぜかといいますと、開設当時は、

夜間利用をできるプールはなかったということもございまして、夜間の利用をしていただ

いておったところでございますが、 近は、エコハウスとか一宮市の温水プールがござい

ますので、こちらの方の利用に移行してまいりたいといったことでございまして、稲荷公

園と尾西市民プールの夜間利用については廃止をさせていただきたいということでござい

ます。 

 ７ページの中段から社会教育施設がずっとございますが、これも現行どおりでございま

して、現行のそのままの使用料を継続してまいりたいということでございます。９ページ、

10ページも同様でございます。 

 11ページにおきまして、社会教育施設といたしまして、これは先ほどの話と重複いたし

てまいりますが、一宮市の博物館と三岸節子記念美術館の料金を掲載させていただいてお

ります。先ほど説明いたしましたように、三岸節子記念美術館の方に観覧料の減免規定、

無料扱いがございません。一宮市の制度に合わせさせていただくということで、減免規定

もつけ加えさせていただこうということでございます。 

 その他といたしまして、木曽川町においては、役場について使用料を取ってみえて開放

してみえたということでございます。ただし、平成13年、14年度については実績がないと

いうことでございまして、これは合併時に廃止をさせていただこうというものでございま

す。 

 次に12ページでございますが、それぞれの証明等の手数料等をつけさせていただいてお

ります。大きな乖離はございません。概ね一緒でございますが、一つだけあります。中ほ

どに標識紛失による再交付というのがあります。これは、原動機付自転車のプレートをな

くされた場合の弁償金といったものでございます。一宮市100円、尾西市250円、木曽川町

200円となっております。合併時に木曽川町の制度に合わせると調整がなされております。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 説明をいただきましたけども、何か疑問点ありましたらお願いしたいと思います。 

 なければ、このことにつきましても、お持ち帰りをいただきまして、次回の委員会でご

協議をいただくということでお願いをしたいと思います。 
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 次に、総文の協議第18号の補助金、交付金の取扱い、 後の案件でございましょうか、

これについて説明を、事務局、お願いします。 

○伊神 正文事務局課長 

 16ページをお願い申し上げます。 

 協議総文第18号、補助金、交付金等の取扱いについて、協定項目第17号でございます。 

 調整方針でございます。補助金、交付金等については、従来からの経緯、実績等に配慮

し、調整するものとする。 

 （１）２市１町で同一あるいは同種のものについては、関係団体等の理解と協力を得て、

できる限り早い時期に統一の方向で調整する。 

 （２）各市町独自のものについては、従来の実績を尊重し、市域全体の均衡を保つよう

に調整する。 

 （３）整理統合できるものについては、整理統合するよう調整するとさせていただいて

おります。 

 この補助金、交付金等につきましては、この総務文教小委員会のみならず、11月のすべ

ての小委員会にかけさせていただいております。同時期にかけさせていただいております

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 附属資料の方をお願い申し上げます。 

 ここのところで、４ページから６ページにわたって、補助金、交付金の一覧をつけさせ

ていただいております。今回、この中で、住民の方に直結するもの、あるいは重要と思わ

れるものを１ページから掲載し、ご説明したいと考えておりますので、よろしくお願い申

し上げます。 

 １ページをお願い申し上げます。 

 防犯灯の補助でございます。これは、防犯灯の新設あるいは維持費、補修費に補助を出

しているものでございます。金額を見ていただきますと、例えば蛍光灯で、一宮市が１万

2,000円、尾西市が２万2,000円、木曽川町は１万8,000円ということです。一宮市が一番

安いということでございますが、一宮市のその下を見ていただきますと、白熱灯、蛍光灯

で1,080円の年間の維持費が出ております。水銀灯については1,490円出ております。長期

的に見ていただければ、維持費が出ることによって、一宮市の制度が有利であろうといっ

たことが言えると思います。それをもって一宮市の制度を適用するものとするとさせてい

ただいております。 

 ただ、尾西市の中段以降に、防犯ベル、サイレンの設置費補助、補助率４分の１、５万

円程度といったことがございます。これは、５世帯以上、共同で設置するサイレン、そう

いったものの設備を統一された場合に５万円の補助があります。それと、防犯及び交通安

全器具、装具の購入費補助でございまして、補助率３分の１、１万円限度というのがござ

いますが、これについての尾西市の利用はないといったことで、掲載をさせていただいて

おります。 

 次に、２の奨学金制度でございます。これも一宮市と尾西市にある制度でございます。
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一宮市においては、中学校から高校へ行く人に対して、いろんな要件はございますけども、

奨学金を年額６万円、お出ししているということでございます。それは、財産と書いてご

ざいますが、貴船に土地がございまして、この借地料が年間150万円ほど入ってまいりま

す。これを原資として現在24人の方に奨学金をお出ししているということでございます。 

 尾西市におきましては、冠にありますように、尾西オーシマ奨学資金、あるいは２ペー

ジの方に木全育英資金といったことで個人の名前がついてございます。これも先ほどの墨

さんと同様、大島さん、木全さんという方から、それぞれ高校、あるいは大学に在学する

尾西市の住民の方に対して、こういった資金、基金をもって奨励金、奨学金を出してくだ

さいといった趣旨のもとでご寄附いただいたものであります。オーシマ資金については年

額10万円、木全育英資金については年額20万円出しているといったことでございまして、

これにつきましても、先ほどの墨さんと同様、個人の意思を確認させていただくというこ

とで、尾西オーシマ奨学資金、木全育英資金の取り扱いを含め、あるいは金額を含め、２

年以内に調整を図らせていただきたいということでございます。 

 次に、２ページの一番下でございます。私立高等学校等授業料助成事業でございます。

私立高等学校等に在学している生徒の授業料を負担している保護者に対して助成金を交付

するといったもので、２市１町とも同様の施策が行われております。調整方針見ていただ

きますと、助成の要件は一宮市に合わせ、助成金額については木曽川町の制度に合わせる

と調整がされております。 

 ３ページを見ていただきますと、要件は一宮市に合わせてといったところは、３ページ

の一番上、対象者でございますが、一宮市は愛知朝鮮中高級学校（高等部に限る）となっ

ておりますが、こちらに在学の方にもお出ししているといったことで、より幅広いといっ

たことで一宮市。あるいは木曽川町は助成金が１万円といったことで、これも若干尾西市

との考え方と乖離はございますけども、所得制限なしの年額１万円といった助成金額が出

されておりますので、この助成金額につきましては木曽川町に合わせるといった調整方針

でございます。 

 以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 事務局の方からの説明が終わりましたけれども、皆さんご質問等がございましたらお願

いいたしたいと思います。 

 では、このことにつきましても、またお持ち帰りをいただきまして、十分また精読をし

ていただいて、次回の委員会で協議をいただくということでお願いをいたしたいと思いま

す。 

 それでは、その他といたしまして、総務文教小委員会の日程について、事務局から説明

をお願いします。 

 はい、事務局。 

○森 輝義事務局長 

 それでは、次第の 後のページ、17ページ資料17をご覧いただきたいと思います。その
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他につきましてご説明を申し上げます。 

 次回、「第４回総務文教小委員会」は、平成15年12月19日金曜日午後３時からを予定し

ております。開催場所については、本日と同じこの場所でございます。また改めまして文

書でご案内申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 その他につきましては、以上でございます。 

○梶田 信三委員長 

 はい。 

○川井 勇副委員長 

 委員長さん、服部先生が、先ほど、この程度でというお話をされましたが、恐らくこれ、

お持ち帰りの提案は今の時間以上にかかりますので、その辺のところ、ちょっと。 

○服部 豊委員 

 そうそう、余り詰め込み協議にならないように。 

○川井 勇副委員長 

 ３時からでしょう、今日は２時からやっています。 

○梶田 信三委員長 

 事務局、いかがですか。 

○伊神 正文事務局課長 

 この時間調整は、各委員さん、特に議会選出の委員さんのお時間等を調整させていただ

いて決めさせていただいた時間でありますので、変えることによって、支障が出てくるの

ではないかなと思い…… 

○川井 勇副委員長 

 いやいや、後から遅くなるよということを断っとかないかんよということなんだ。 

○伊神 正文事務局課長 

 そうですね。 

○梶田 信三委員長 

 今のご意見は、今までの委員会は、多分この昼間の会議でしたら５時ぐらいまでが普通

だろうと。５時以降、また、それぞれの委員の皆さん、ご予定があるので、余り遅くなら

ないように、その辺の調整をお願いしたいというご意見でありますので、この案件という

か、議論の中身によっては、かなり項目がたくさんありますので、遅くなる可能性があり

ますので、予め遅くなるということであれば、例えば、あとの部分はその次に回すなり、

その辺の調整を若干事務局、考えてください。いいですかね。 

 事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 この総務文教小委員会のみならず、今回かけさせていただいたのは、12月の小委員会で、

できますならご決定いただいて、年明けの我々の住民説明会、あるいは尾西市の住民投票

に間に合うようにご決定いただいて、住民の方にご説明していきたいと考えておりますの

で、その12月の次回の19日で、今おかけしたものを決定いただきたいのではありますが、
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どうしてもそのときに決定できない、これは承服しがたいといった委員さんの意見が多け

れば、住民説明会に重要な項目を省略するわけにはまいりませんので、急遽、25日が全体

の協議会ですので、19日から25日までの間で日程調整をさせていただいて、再度もう一回

決定をしてということも可能性としてはあるかと考えております。 

○梶田 信三委員長 

 今のお話の１点は、今日の委員会のご案内を差し上げたときに、当初からある程度、案

件が多いので、「今日の会議は少々延びます」ということを各委員さんに予めご案内をし

てあればいいのですけども、それは多分ないと思うのですね。ですから、もし、そういう

ことをあらかじめご了解いただいた上で時間配分してください。そうでないと、それぞれ

ご予定がありますので、ひとつよろしくお願いします。 

 はい。 

○服部 豊委員 

 それと、ただ単に遅くなるのがいけないとか、そういうことを申し上げとるのではない

のです。やっぱり余りにも盛りだくさん過ぎると、論議が散漫になってくるというか、お

ざなりになりがちなものですから、きっちりした論議をするためには、余り一度に出さな

いでほしいなということを思ったのですけども、今この尾西市の住民投票等のことを考え

ると、この辺まで決めていきたいという事務局の意向もあるようですので、そうであれば、

やはりきちんと時間を確保できるようなことをしていただきたいと思います。今度３時か

らですか、３時からというのでは、これは。もうひたすら上げていってくれと言われてい

るようなものです。 

○梶田 信三委員長 

 事務局。 

○伊神 正文事務局課長 

 ３時からの設定ということで、議会選出の委員さんのご都合ということを申し上げまし

たが、ちょっと私勘違いしておりまして。 

19日は一宮市議会の閉会日でございまして、そのところを考慮に入れまして３時から

となっております。ですから、大変ボリュームがあって申し訳ありませんけれども、次回

もちょっとお時間がかかるかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。 

○服部 豊委員 

 では、覚悟して出てくることにします。 

○梶田 信三委員長 

 どうも長時間ご熱心にご協議をいただきましてありがとうございました。 

 本日はこれにて終了させていただきます。本当にご苦労さまでした。 

 

 

午後５時５２分 閉会 
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